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開会 午前 ９時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 本日は、ご参集いただき、大変ご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成３１年第１回京丹波町議会定例会を再開します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、６番議員・谷山眞智子君、７番議

員・西山芳明君を指名します。 

 

《日程第２、諸般の報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  本日、平成２３年３月１１日に発生しました東日本大震災から８年を迎えるにあたり、多

くの尊い犠牲者の方々への追悼の意を表するため、発生時刻の午後２時４６分をめどに黙禱

をささげたいと思いますので、あらかじめご了承ください。 

  本日、議案第３１号から議案第４３号まで１３件の議案が提出されました。 

  本日の本会議に京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可したので報告します。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

《日程第３、一般質問》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３、一般質問を行います。 

  一般質問は、通告に従い、順次発言を許可します。 

  最初に、野口正利君の発言を許可します。 

  ２番、野口正利君。 

○２番（野口正利君） 議席番号２番、野口正利。 

  ただいま議長より許可をいただきました。 

  初めに、平成の時代が終わりを告げられようとされているときに、一言述べさせていただ

きます。 

  平成天皇のお言葉の中に、象徴天皇としての思いが語られていました。象徴天皇としての

役割が果たせられたか悩んでおられた様子でした。在位中、戦争のなかった３０年は、大き
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な役割を果たされたと思いますし、憲法の前文を意識され、その前文を実行されたのではな

いかとお察しするところです。言葉のその音の響きから共鳴したもの、それは人権国家とし

て理想のこの日本の未来に向けての歴史は刻まれたと私は思います。 

  それでは、通告に従い質問に移らせていただきます。 

  まず初めに、子ども子育て支援について、質問させていただきます。 

  １点目として、参考までに専業主婦の仕事内容が炊事３時間、掃除２時間、買い物１時間、

家計管理１時間、子育て８時間として年収を算出した場合約４８０万円。子育てなしの場合

約２４０万円。生涯年収２２歳から６０歳を計算してみると、推定で約１億２，０００万円

となるようですが、貨幣評価する方法はほかにもあり、２００万円から７００万円と幅があ

るようですけれども、家事に従事する人は経済力や発言力が奪われるだけでなく、時には蔑

視の対象になり、家事ハラスメントになったりしますので、家事労働を見える化するための

試算ですが、このことに関連して子どものための子育て支援として育児休暇がありますが、

本町における育児休暇取得率と、取得して家族間の絆がどのように深まったか報告があれば

お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 当町におけるというのは、町役場職員ということでよろしいでしょう

か。 

（野口議員の発言あり） 

○町長（太田 昇君） 本町の女性職員の場合ですと、育児休業の取得率は、ほぼ１００％と

なっております。男性職員の取得につきましては、過去に１名の実績があります。取得後の

家族の絆がどうなったかというような個別具体的な報告事例は持ち合わせておりませんし、

また、町全体での取得率のデータも持ち合わせていないところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 野口君。 

○２番（野口正利君） ２点目として、育児休暇があるように、母子家庭における子育て支援

はどのような公平な支援があるか、お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 母子家庭の支援としましては、国や府の制度としまして児童扶養手当、

また、ひとり親家庭医療費助成、母子家庭奨学金などの経済的な負担の軽減でありましたり、

日常生活支援事業、ひとり親家庭の子どもの居場所づくり事業など、子育てを支援する事業

がございます。 

  また、町におきましては、公営住宅の優先入居でありましたり、保育所入所の優先利用な
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り、所得に応じた保育料の軽減施策など、さまざまな支援に努めておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野口君。 

○２番（野口正利君） 育児休暇の狙いは、子どものための子育て支援ですので、子どもにと

って安心と安全な環境は、家庭の中の家族ですので、１０年後、２０年後の自立した成長の

姿を支援することが背景にあると私は思います。有効な育児休暇となることを側面から支援

して、次の質問に移ります。 

  人口減少対策について、お尋ねをいたします。 

  １点目として、人口減少の原因が後発国として出発した日本において、東京は明治維新以

来、常に政治・経済・文化など機能複合的な中心性・中枢性を保持し続けてきた。東京一極

集中は、この伝統に起因しているというふうにありまして、東京一極集中が原因とされてい

ます。 

  私が注目したのは、優生保護法、１９４８年から１９９０年までの間行われておりました。

戦前の産めよ殖やせよの時代、産んで殖やして行き先が戦場。戦後、優生思想による優生保

護法が約５０年間続いたが、共通するのが女性蔑視、弱者廃除、産めよ殖やせよの殖やすの

漢字が繁殖の殖が充てられていることは、まるで人間が家畜のような扱いを受けていた事実

と、また、優生保護法が優秀な人間によってつくられた法律に違いはないが、敬う教育が浸

透していく時代でもあったので、道徳に疑問を感じました。 

  人権思想が根づいてきた現在にあっては、ただただ恐ろしいの一言に尽きますが、この法

律を江藤新平初代法務大臣が判決を下すとなると、優生思想に絡めとられなかった山本宣治

が浮かばれるというすごい時代になってきたなと思っています。 

  人口減少の現在にあって、子ども子育て支援が救世主となることを願うばかりですが、原

因が優生保護法にあると私は考えますが、この法律をどのように受けとめるか、お伺いをい

たします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 人口減少の原因につきましては、いろんなところでいろんな人が議論

をされておるところでありますけども、１つには、経済的な理由、非正規の増加でありまし

たり、女性の社会進出などの社会環境でありましたり、価値観の変化などによりまして、未

婚化でありましたり晩婚化が進展したなど、いろいろなことが考えられるのではないかとい

うふうに考えます。 

  昭和２３年に公布をされました優生保護法に関しましては、母体の生命健康を保護するこ

とを目的として施行されてきたところでありますけども、優生思想に基づく部分につきまし
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ては、障害者等に対する差別とつながったということ等に鑑みまして、平成８年には、現在

の母体保護法に改められたものであるというふうに理解しておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野口君。 

○２番（野口正利君） 長期政権になったのも、この恐ろしさがあって長期に至ったとも言え

ると思います。長期政権の検証と一議員として改めて責任の重さを感じております。次回、

長期政権について、意見を質問に変えたいと思います。 

  ２点目として、岐路に立つ農業改革として、須知高校に大学に準ずる農業医学科を新設す

ればという提言なのですが、私は、この提言を実現することが人口増加につながるし、耕作

放棄地の解消、空き家の解消、その他農業改革の第一歩であるというふうに認識をしていま

す。 

  アメリカ人ウィード先生が、この須知高校の前身である農牧学校におり立った歴史は、日

本のその時代の情景さえ写し出されます。アメリカの南北戦争が終了したのが１８６５年、

リンカーンによって奴隷解放された関係もあります。そのアメリカ人による指導が日本に与

えた影響、これはアメリカ人からすれば、農民の年貢米を納めている姿は、農民が奴隷扱い

されて、奴隷からの解放であって、明治の時代は農業革命であったと私は見ています。えせ

貴族に統治された明治１５０年は、私の歴史の中には全く存在しません。 

  上豊田に残る丹波の国づくりの伝説は、農業の開墾から始まるものでした。その農具は鋤、

亀岡に残る伝説農具は鍬、開墾から始まった国づくりは農業であると思います。 

  今、その岐路に立つ農業改革として、須知高校に農業医学科の新設を提言する背景には、

朝市出荷の折に１人の女性から「もうけようと思ったらあかんで、楽しみながらやりや」と

いうその一言から始まっています。そのことがあって、日本に貴重な野生種、京丹波町出身

の野生の小豆、大豆を発見しまして、ジーンバンクに永久保存しています。 

  それから、微生物の世界に入りました。堆肥に興味がありました。田んぼにとってオタマ

ジャクシの堆肥というのは、自然環境の中にあって最高品質のものです。 

  それから、たまたま縦貫道に関連して田に工事用道路がつくられることになったわけです

が、山を削ったときに出てくる頁岩が敷かれ道路ができました。その上をトラックが通るこ

とになるわけですが、作業終了し撤去され、もとの形にしてもらったんですけども、道路が

つくられた場所だけが育ちが悪く育苗に影響があったのを見て、頁岩の特徴を調べていくう

ち、もしかしてこれは原子微生物の仕業かもしれないと思い、もしこの原子微生物が解決の

できない病に挑戦してくれるものではないかと、かすかな望みを託して農業医学を提言いた

しました。 
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  ネットで検索すれば、現在、分野が２つあって、農村医学、農業医学、これは農業病を扱

った医学だと思いますが、この２つの分野があって、私の提言する農業医学、原子微生物を

入れると３つの分野になります。このことは京都府の商工会連合会による創業スクールとい

うのがありまして、そこでトップメッセージを書きなさいということで「原子微生物、生命

体の復活」という題で少し書いております。 

  須知高校が日本三大農業教育発祥の地とうたわれながら大きく遅れをとっている今、取り

戻すときが来たように思います。須知高校に農業医学科を新設する考えはないか、お聞かせ

を願います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 須知高校に対しましては、京丹波町としましても、須知高校の教育振

興対策交付金などによりまして、活性化に向けた支援を行っておるところでございますが、

府立高校でありますので、学科の新設等につきましては、京都府教育委員会を中心に幅広く

検討されるというふうに認識をしております。 

  須知高校の活性化につきましては、私もメンバーに入っておりますが、検討委員会という

のがありまして、新聞等で報道されてますとおり、調理師免許が取得できるような食物調理

科の設置に向けた検討も行われておるというような状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野口君。 

○２番（野口正利君） 健康の里づくり、健康イコール医療、健康イコール食べ物、健康であ

るための医学、健康であるための農業、健康の里づくりの未来は農業医学にあると思います。 

  ３点目として、少子高齢化、人口減少、消滅自治体の負のスパイラルが続く中、人口とは、

住民基本台帳に基づく人口数だと思いますが、町長の考えておられる健康のふるさとづくり、

そのふるさとに関して、盆、正月におけるふるさと帰り人口数、本町に魅力を感じて訪れる

観光人口数、人口統計調査をされておれば教えていただきたいのと、その人口統計の内容の

分析結果などされておれば、人口減少を阻止できる観点を見つけ出せると考えますが、お考

えをお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町の人口につきましては、出生と死亡の差によります自然動態、転

入・転出に伴います社会動態ともに減少になっておるところでございまして、特に、生産人

口の割合の低下でありましたり、少子化、ご案内のとおりでありますけども、大変大きな課

題となっておるというふうに認識しています。 

  こうしたことから、観光施策の推進によりまして、交流人口なり関係人口など、外から地
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域の活性化に協力をいただける方を増加させますとともに、あわせて町に定住し、地域の担

い手として活躍いただけます若年世代の移住者等を獲得するため、移住・定住対策等にも推

進しておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野口君。 

○２番（野口正利君） ふるさとという大きな枠で捉えた場合、それが実際の人口にもなるわ

けで、そのような捉え方も必要なのではないかと私は思います。 

  続きまして、人権と道徳についてお尋ねをいたします。 

  これは、政治的な捉え方になるかと思いますが、お答えはいろいろありますし、それが正

しいという答えはいっぱいあると思いますので、質問する内容においてお答えいただければ

結構です。 

  同和問題の解消における人権と道徳の扱いは、弱者救済などの道が開かれるはずであるに

もかかわらず、いじめ、暴力などが連日のように報道されていますが、原因が組織、仕組み

の中にあると考えます。 

  私が６０年前の小学校時代に道徳教育がありました。人権教育はありません。道徳、敬う

教育でした。家に帰ればお父さん、お母さんを大切にしなさい。学校にあっては先生を敬い

なさい。仲よくしなさいというそういう教育ではあったんですけども、敬うというふうにた

どっていけば、神社に突き当たるんです。社会にあっては敬うをたどっていけば、日本を統

治していった長州・薩摩の人に突き当たるんです。明治に戊辰戦争で勝利した長州・薩摩の

人たちです。１５０年たった今でも、日本を統治してるのが長州・薩摩の末裔にあたる人た

ちです。明治に新しく同和地域ができました。わざわざつくる必要がなぜあったかというの

は、次回、質問をしていきたいと思うんですけども、つくったのは長州・薩摩の人たちです。

６０年前の道徳が同和地域の人間が同和地域をつくった人間を敬わされていたというわけで

す。 

  もう１人敬わされていたという、それは徳川家康の末裔にあたる方です。明治１５０年は、

祝うことができないその１人でもあります。 

  日本を統治した人間が安全で安心していつまでも暮らしていけるための道徳教育だったと

言えるわけです。いわゆる組織の上に立った人間が敬わせるための仕組みができていたわけ

です。だから、民主主義社会の中での道徳教育であれば、お互いに敬い尊敬しあえる社会が

できるということです。だから、その社会において、いじめ、暴力など起こるはずがないと

思います。民主主義社会にできた人権思想、アメリカもしくはフランスの思想だと思います

が、民主主義になっていない道徳思想の違いはそこにあるのではないかと考えます。限りな
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く撲滅に近づけるための政治責任として、民主主義社会をつくることだと私は思いますが、

町長、教育長の立場から限りなく撲滅に近づけるためにどのような努力が必要であるか。そ

の対応について考えられるところについてお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 「いじめ等の問題」に対しましては、平成２８年に文部科学大臣から

の「いじめに正面から向き合う」としたメッセージにおきましても、道徳教育の充実がいじ

め防止に向けて大変重要であるというふうにされておるところでありますけども、その後も

いじめに関する痛ましい事案というのは後を絶たないというところでございます。 

  そうした状況の中で、本町におきましては、人権擁護委員会の活動としまして、毎年全小

学校のうち２校におきまして、「人権の花」運動に取り組んでいただいておりまして、スイ

センの花を植え、育てることを通じて人権について学ぶ機会を子どもたちに提供いただいて

おるところであります。 

  また、「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を毎年各小・中学校の児童、生徒に配付し、こ

れを通じまして教師や保護者にも相談できない悩み事を的確に把握し、学校及び関係機関と

連携を図りながら、子どもをめぐるさまざまな人権問題の解決に当たっていただいておると

こであります。 

  今後につきましても、子どもの気持ちに寄り添った安心できる相談の場が提供できますよ

うに、協力、連携してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 

○教育長（樹山静雄君） 教育委員会におきましては、京丹波町人権啓発推進協議会が中心と

なりまして、町並びに町内の関係団体等と連携を図りながら、あらゆる差別のない社会の実

現を目指した人権教育、人権啓発の活動に取り組んでいるところでございます。 

  本町の人権教育が目指すところは、人権を尊重し、社会に存在する差別を根絶することで

ございます。「一人ひとりが本当に幸せで、毎日安心して暮らせる社会」にしていくために

問題を正しく理解し、お互い高まり合う研修の場を継続的に実施していくことが重要ではな

いかと思いながら取り組んでいるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野口君。 

○２番（野口正利君） これは質問ではありません。 

  ここに歴史書き換えの現物証拠があります。明治の礎が築かれた証拠物件です。最初は間

違いだとばかり、１５年ぐらい前から思っていました。私から見ればまさに幽霊の時代を１

５０年生きてきたように思います。きれいに同和問題が解決される瞬間でもあります。恐ら
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く全国的に歴史書き換えが指摘され、そして、新しい民主主義の歴史が始まることを期待し

て質問を終わります。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、野口正利君の一般質問を終わります。 

  次に、谷口勝已君の発言を許可します。 

  １２番、谷口勝已君。 

○１２番（谷口勝已君） １２番議員の谷口勝已でございます。 

  ただいま議長よりお許しを得ましたので、平成３１年第１回目の一般質問を行います。よ

ろしくお願いします。 

  私は、産業振興ということに絞りまして、今回の一般質問を行いたいというふうに思って

おります。 

  平成３０年度は、非常に悪天候に見舞われまして、いろんな災害が発生しました。農作業

におきましても、水稲の減少、黒大豆の減少、くり、京野菜の減少ということで、農家にと

っては大きな痛手を受けております。特に、くり、黒大豆につきましては、昨年対比５０％

以下を割るというような生産高で、非常に衝撃を受けたところでございます。 

  本年につきましては、平穏な気候で京丹波町の基幹産業であります農業が順調に推移し発

展することを強く要望しておきたいと思います。 

  本年は、選挙の多い年であります。大変忙しい年となると思いますけれども、全員一致協

力して京丹波町が発展することを願っていきたいというふうに思っております。 

  しかしながら、大変雪が少ない冬でございまして、心配されることは、山に雪がありませ

ん。水不足が心配されるところでございます。何とか頑張っていって、京丹波町の基幹産業

であります農業をしっかりと充実させていきたいと思っております。 

  それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

  まず初めに、平成２９年１２月定例会の就任時の所信表明で、５つ目の柱である産業振興

として、スポーツ観光や８０％を超える大自然を生かした山岳、山林観光、農業や林業等の

体験型観光など、地域の資源や文化など地域資源を生かした観光創出を行うとのことであり

ましたが、現在の実績または進捗状況をお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） スポーツでありましたり農業、文化や伝統など多岐にわたる観光分野

の取組みにおきまして、この全てが現在進捗しておるというわけではございませんが、これ

までの主な実績につきましてご報告したいと思います。 

  平成２８年度、平成２９年度に和知地域におきまして、主に都市部の方々を対象としまし
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た体験観光モニターツアーを実施をいたしました。このツアーにおきましては、京丹波町の

豊かな食や脈々と営まれてきた農業、継承されてきた文化や伝統などを体験していただき大

変好評を得たところでありまして、散在しております地域資源のポテンシャルを改めて確信

したところであります。 

  また、スポーツ観光の分野では、和知の自然豊かな河岸段丘を生かしたノルディックウオ

ークでありましたりカヌー体験など、町内のさまざまな観光資源を生かしながら観光振興と

地域の活性化につなげていきたいというふうに考えております。 

  さらには、京丹波町ロケ誘致事業によります映画・映像のまちづくりも着実に進んでいる

ところでございまして、先月、全国公開となりました映画「あの日のオルガン」のロケ地で

あります旧質美保育所には、公開前から施設の見学を希望するファンからの問い合わせもあ

りまして、地域の皆さんのご協力によりまして見学客の受け入れを対応いただくなど、ロケ

地を活用した新たな観光創出にもつながっておるというふうに考えておるところであります

し、また、今後につきましては、２０２０年に道の駅「京丹波 味夢の里」の中に隣接した

ホテルの建設が計画されておりまして、このホテルの宿泊客に向けました体験型の観光や食

を活用して地域の活性化にもつなげていきたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 谷口君。 

○１２番（谷口勝已君） インバウンドを含めまして、都市型観光から地方のほうに目が向い

てきている現状でございます。何とかこれをつかまえまして、京丹波町が観光都市となるよ

うに、今後ともご尽力のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それでは、２点目の質問に入らせていただきます。 

  平成３０年３月定例会で、町内保全管理田１８０ヘクタールに対してどのような施策を実

行し、減少に備えていくか所見を伺ったところ、担い手の確保や需要のある作物の生産拡大

を図ることが非常に重要な施策であるとの答弁でありました。現在の進捗状況をお伺いいた

します。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町におきましては、需要に応じた作物の推進を図るために、関係機

関で構成しております京丹波町地域農業再生協議会におきまして、水田農業ビジョンの基本

方針を策定をしまして、本町の特産であります黒大豆や小豆などの、需要のある作物の推進

と新規就農者を初めとします担い手確保や集落営農組織の育成を支援していくこととしまし

て、過日、農家組合長会を開催し周知もしたところであります。 

  現在の状況につきましては、昨年度に比べまして、保全管理田は１．７ヘクタール減少し
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ておりまして、その一方で、小豆でありましたり、そば、黒大豆、枝豆の作付面積が増加し

ておるというような状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 谷口君。 

○１２番（谷口勝已君） 今ありましたように、昨日、京丹波町地域農業再生協議会が開かれ

ました。平成２９年度に対する平成３０年度については、微減ということで報告を受けてお

ります。私が思うには、この１８０ヘクタールという数字がかなり重荷になっております。

何とかこれを減らすために、Ａ・Ｂ・Ｃというランクづけをいたしまして、Ｃについては山

へ返すもの。それから、くり、果樹園等をするもの。Ａについては、今、京都府が推奨をし

ておりますもうかる米づくり、京の輝きの加工米であるとか飼料米についての作付を推奨し

て皆さんに周知徹底をし、何とかＡについては少しずつでも減少していくということの努力

していってはどうかというふうに提案をいたします。 

  それでは、３番目の質問に入ります。 

  町内の各種農業者組織が一堂に会する場を設けてはどうかと伺ったところ、来年度には集

落営農連絡協議会の発足を検討しているとの答弁でありました。進捗状況をお伺いいたしま

す。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 現在、年度内の発足に向けまして、準備を進めておるところでござい

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 谷口君。 

○１２番（谷口勝已君） 現在、昨年度の資料でございますけれども、約１００近い集落営農

組織を含めまして農業者がおられます。今、現在は、私の感じでは、点で動いているような

感じがいたします。これを線に持っていき、将来は丸に持っていき、情報共有や困り事など

の情報交換をしながら地域を盛り上げていくということが非常に重要だというふうに考えま

す。このことはぜひ早急によろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それでは、次の質問に入ります。 

  ４番目、平成２７年７月に京都縦貫自動車道が全線開通してから４度目の夏を迎えようと

しております。開通に伴い開設された道の駅「京丹波 味夢の里」は、目標より早く昨年１

０月に来場者数１，０００万人を達成するなど、今後、地域のさらなる活性化につながって

いくことが期待されます。 

  一方、和知地区においては、京都縦貫自動車道の開通による影響を受けまして国道２７号

線の交通量が減少し、道の駅「和」の来場者数は、平成２５年度の８７万５，０００人から
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減少の一途をたどっており、平成２９年度には５７万３，０００人とピーク時から３０万人

以上減少しております。 

  また、急速に進行している高齢化や有害鳥獣被害による生産意欲の喪失など、将来に向け

た明るい展望は見当たらず、その上、地域で育った若者の多くは町外へ転出していく。この

ままでは町の衰退はとめられず、平成２６年度に日本創成会議・人口減少問題検討分科会が

発表したとおり、本町も消滅可能都市になりかねません。 

  そこで、京都府農牧学校があった町として、農業・林業を基幹とした事業を展開すること

を目的にし、地域再生プロジェクトチームを設置してはどうかと提案いたします。 

  全国には、農事公園や観光農園事業での成功事例は数多くあります。先日も、栃木県小山

市にある観光農園「いちごの里」を視察してきました。年間動員数１３万５，０００人を誇

る同施設は、決して便利な場所に立地しているわけではありません。 

  そこで、少し時間をいただきまして、ちょっと報告いたします。 

  私、２月２６日から２８日にかけまして、栃木県に行ってまいりました。目的としまして

は、いちご農園の視察ということです。 

  栃木県は、いちご生産５５０ヘクタールで１７年連続日本一、生産量２万５，０００トン

で、５０年連続日本一、生産額は２８５億円です。その中に栃木県小山市にありますスロー

ライフリゾート「いちごの里」に訪問いたしました。とちおとめ、スカイベリーの品種を生

産されています。１５年前にハウス２０棟で発足され、土耕栽培にて現在は１５０棟で生産

されております。いちご狩りには、先ほど申しましたとおり、年間１３万５，０００人が入

園され、全体で１００人の従業員の体制で運営されております。ほかにもバイキングレスト

ランやいちごパフェ体験コーナーもあり、水曜日の平日にもかかわらず駐車場は満車でござ

いました。そのほか、ＪＡ、道の駅「いちごの里よしみ」や４つの道の駅を回ってまいりま

した。全部満車でございました。 

  最後に、大変うれしかったことは、もしプロジェクトが発足した場合、そこのチーフマネ

ジャーはフォローを惜しまないということで、大変うれしかったことを感じました。 

  以上でございます。 

  本町は、本州で最も有名な観光地である京都に位置しており、全国ブランドの丹波である

当地において、魅力的な仕掛けづくりさえできれば京都縦貫自動車道を通る年間数百万人の

利用者のうち、ほんの数％のお客さんに本町で楽しんでいただくことは、十分に可能である

と考えております。道の駅、山野草、マリオットホテルと提携をしまして、観光ツアーを考

えていくことは十分に可能であると考えております。 
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  まずは、有識者や農業者を交えた地域再生プロジェクトチームの設置が必要と考えますが、

町長の所見を伺います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町におきます将来展望を見据えたときに、人口減少でありましたり

高齢化の課題というのは第一に解決に向けた取り組みを必要とするものであるという認識は

しておりまして、特に、農業・林業の担い手不足でありましたり、その所得の向上のための

施策というのも喫緊の課題であるというふうに認識しておるところであります。 

  ご提案の地域再生プロジェクトチームの設置でありますけども、現在、各分野におきまし

て、個別具体的な諸課題に対応するための各種組織・団体がそれぞれの取り組みを展開をい

ただいておるというふうに認識しておるところでありまして、それらの組織が有機的に連携

強化をして、議員もおっしゃられてましたような点から線、線から面に発展させるというこ

とで、地域再生に向けた取り組みを発揮するということが重要かというふうに考えています。 

  道の駅の状況もご案内いただきましたけども、やはりこういった施設というのは、道路の

開通でありましたり、観光客の何％が来てもらうというようなついでの施設ではなしに、そ

こを目的に来てもらうような組織になって、道路の開通とか天気とかに関係なく人が来ると

いうような組織づくりが必要だというふうに思っておりますし、プロジェクトチームも重要

ですし、また、事業として成り立つための事業体というのが必須になってくるかなというふ

うに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 谷口君。 

○１２番（谷口勝已君） ありがとうございます。 

  人口減少をとめるには、雇用の創出を第一に考えなくてはいけません。何とかこの私の提

案を受け入れていただくように、ご検討をよろしくお願いしたいというふうに思います。 

  次に、今まで質問してまいりましたことは、底辺といいますか基盤には農業者というもの

がございます。これは、一応、個人農業者も含めまして大事にしていかなくてはいけない問

題だというふうに思っております。 

  その点について、先日、農業協同組合のほうから２月２７日に瑞穂地区、和知地区の地区

運営委員会がございまして、議題といたしましては、京丹波町管内３支店の生産業務の機構

変更という問題でございました。砕いていいますと、瑞穂地区、和知地区の経済センターを

閉めるというご提案でございました。３月上旬に農家の組織代表に文書による周知。３月８

日に京野菜部会ほか各部会の代表者による会議。３月１６日には京丹波町管内組合員に周知。

これは訪問日による文書通知。そして、４月機構変更というスケジュールで組まれておりま
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す。 

  昭和２２年から京都農業協同組合として約７０年間、組合員、いわゆる町民と農業職員が

切磋琢磨してつくり上げた組織のうち、よりどころである経済センターの閉鎖、また、その

旨を代表者の会合や一方的な会合、文書の周知で短期間に完結されることは、非常に残念な

ことで怒りさえ覚えます。そして、組合員の生産意欲が著しく低下されると思います。でき

ることなら３月１６日の組合員周知をおくらせてほしいものであります。 

  しかし、トップダウンの決定事項のため、大幅な変更は不可能であると思います。 

  そこで、太田町長、関係執行部にお願いがあります。 

  瑞穂地区、和知地区の経済センターの鍵がかからないよう、また、明かりが消えないよう

にお知恵をおかりしたく、よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 答弁はありますか。 

○１２番（谷口勝已君） 答弁があればよろしくお願いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長 

○町長（太田 昇君） ＪＡ京都の組織運営につきまして、和知・瑞穂の生産課が統合される

という情報としてはお伺いしておるところでありますけども、当然、ＪＡにおきまして、そ

の補完方法、その地域の方にご不便がかからないような方策というのは、ＪＡのほうで検討

されておるところというふうに認識しておるところでありますし、また、当然、経済情勢に

従って変更はされたというふうに考えておりますので、皆さんどれぐらいの利用実績がある

のかわかりませんけども、そういったことも含めて判断されたというふうには認識しておる

ところであります。 

  生産振興の対策につきましては、技術指導が重要であるということの認識は持っておりま

すので、瑞穂にも、和知にも、農業公社や和知ふるさと振興センターもありますので、そう

いったところからも営農指導ができるように進めてまいりたいというふうには考えておると

ころであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 谷口君。 

○１２番（谷口勝已君） いろいろ申し上げましたが、とりあえずチャレンジということが大

事だというふうに思います。攻撃は最大の防御なりという言葉もあります。何とかチャレン

ジする京丹波町であってほしいということを要望いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（篠塚信太郎君） これで谷口勝已君の一般質問を終わります。 

  これより暫時休憩します。１０時５分までとします。 

休憩 午前 ９時５１分 
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再開 午前１０時０５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、坂本美智代君の発言を許可します。 

  ３番、坂本美智代君。 

○３番（坂本美智代君） それでは、ただいまから平成３１年第１回定例議会におきまして、

通告書に従い、次の４点について町長並びに教育長にお伺いをいたします。 

  まず、１点目は、施政方針についてお伺いをいたします。 

  太田町政の公約である助け合いと活力ある地域づくりとして、健康の里づくりの実現に向

けた政策の方向性が示されました。その１つの柱でもあります子育て支援について、町長に

お伺いをいたします。 

  喫緊の課題である子育て支援の充実をと、今年度から子育て支援課をこども未来課に改め、

子育て環境の充実を図っていくとしています。 

  京都府は、新しい京都の未来への予算編成の基本方針の１つに、子育て環境日本一への挑

戦として、１．若者や企業の意識・行動変革。２．安心して出産・子育てできる環境づくり。

３．子育て家庭の経済的負担の軽減。４．児童虐待・不登校・ひきこもり総合対策。５．教

育環境の充実を上げています。この背景には京都府の特殊出生率が１．３１、これは平成２

９年度です。全国で下から４番目と低く、人口減少の加速に危機感のあらわれであります。 

  その対策の１つとして、京都子育て支援医療費助成を３歳から１５歳までの通院自己負担

上限額を月額３，０００円から１，５００円と半額として、そして、中学校卒業まで拡充す

ることとしています。 

  本町では、既に高校卒業まで無料化を町独自策として実施をしておりますが、今回の府の

中学校までの医療費助成の拡充により、京丹波町すこやか子育て医療費助成の財源はどの程

度削減できるのか。 

  また、この府の助成により生まれた財源の使い道として、子どもたちのインフルエンザ予

防接種の助成に充てる考えはないか、お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 京都府の補助事業であります京都子育て支援医療費助成制度の拡充に

よりまして、削減されます予算額としましては、平成３１年度の予算ベースで４２万２，０

００円を見込んでおるところでございます。 

  インフルエンザの予防接種の助成に関する考え方としましては、インフルエンザに感染し

ますと、重症化する可能性が高い高齢者につきましては、国の定期接種に位置づけられてお
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りますけども、それ以外の方につきましては、希望者が各自で受ける任意接種というふうに

されておりまして、現在のところ、任意接種に対する助成を考えていないというのは、前回

の議会でも答弁させていただいたとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） このインフルエンザ接種助成に関しては、１２月議会でも谷山議員

さんも質問されました。その以前にも私も質問をいたしました。 

  先ほど、町長の答弁で、生まれる財源は平成３１年度予算ベースで４２万２，０００円と

いうことであります。この使途というものは、府から何か制限というものがなされているの

か。 

  前回、子育ての住宅助成の件では、一応、医療費の町独自のペナルティーの分は住宅助成

ということで予算化され、前年度は７００万円が今年度は５００万円と２００万円減額とな

っております。そういった使い道というものは、府から何か決められたことがあるのか。そ

の点お伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） 今もありましたように、国より通知のありました子ども医療費助

成に係ります国保の減額調整措置、いわゆるペナルティーでございますが、それとは違いま

して、特段、京都府のほうから他の少子対策の事業に充当しなさいというような通知はござ

いません。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 京都府でも子育て環境日本一を目指すということでもあると同時に、

本町においても、やはり人口減の大きな問題は少子高齢化ということも町長も十分ご存じの

中であると思うんですけれども、今年に入ってからインフルエンザに罹って学校を休んだ人

数なんですが、１月４日から３月７日間でありますが、保育所、幼稚園、小学校、中学校で

最大の出席停止人数は３６人ということでありました。これは１月１５日と２２日と２４日

も同じように同数であります。 

  また、学年閉鎖となったのは１月がピークで、下山小学校の４年生と２年生、そして、瑞

穂小学校の１年生、３年生、６年生、また、蒲生野中学校では２年生、瑞穂中学校でも２年

生と。そして、この３月に入ってからもひかり小学校で学年閉鎖があったということもお聞

きいたしております。閉鎖日数は２日から３日間という程度であったということであります

が、下山小学校の２年生と瑞穂中学校の２年生は５日間という長期にわたって休んでおりま

す。やはりその面を考えますと、学力的にも影響が出てくるのではないかなと私なりに感じ
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るわけなんです。 

  １世帯に小学校、中学校の２人のお子さんがおられた場合、小学校も中学校も２回受けな

いといけませんので、大体、小学校、中学校で２人の子どもさんをお持ちの家庭で２回受け

れば１万５，２００円必要となります。 

  私、ざっとした計算をしました。本町の幼稚園から保育園、そして、小・中学生１，００

０人と見まして２，０００円の助成をした場合、２００万円必要となるわけでありますが、

この２，０００円を助成することでこのことが接種のきっかけになって、それぞれのご家庭

で町のほうから補助があれば接種しようかとそういったことになれば、学校を休む子どもた

ちも少なくなると思うんですけどね。 

  ですから、やはり子育てとして、もちろん学校にも行くわけですから、教育も関係します

し、子育て支援として１人当たり２，０００円の助成をするということは、先ほど４２万２，

０００円が生まれてくるわけですけど、もちろん１６０万円ほどが足らないんですけどね。

その分の１６０万円は町にとっては微々たるものではないかと考えますが、もう一度その点

のお考えを町長にお伺いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 基本的な考え方は、先ほど申し述べさせていただいたとおりでござい

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） ２つには、教育環境の充実について、教育長にお伺いをいたします。 

  新年度の新規事業として、地域未来塾推進事業が２４万２，０００円と予算化をされてお

ります。目的は、経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習

習慣が十分に身についていない生徒に地域と学校の連携共同により学習支援を行い、基礎学

力の定着や学力自己肯定感の向上を図るとしています。中学生を対象に、放課後または土曜

日、長期休暇を利用し、地域の元教員や教職希望の大学生などにより学習支援を行うとして

ありました。 

  そこで、教育長にお伺いしたいと思います。 

  中学生を対象に行われますが、土曜日と長期といえば夏休みではないかと思うんですけれ

ども、月に何回程度と考えておられるのか。 

  それと、本町には、３中学校があることから、それぞれの中学校で実施をされるのか。 

  また、講師と言うていいのかわかりませんが、そういった方の人数というのは確保ができ

るのか。 
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  また、もう１つは、国語、数学、英語とか、そういった弱い点の学科というものは一定決

まっているのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 

○教育長（樹山静雄君） ただいまのご質問ですけれども、議員ご指摘のとおり、地域未来塾

推進事業でございますけれども、実は、平成３０年９月議会の補正予算で新規事業として計

上させていただきまして、平成３０年１１月から事業を実施した経過がございます。 

  議員のご質問のありました内容につきまして言わせていただきますと、町内の３中学校で

平成３０年１１月から実施しておりまして、次年度も３中学校で実施する予定にしておりま

す。 

  内容につきましては、議員のほうでご指摘いただいたとおりございますが、その根底とい

たしまして、自らの進路を自らの力で切り開いていくという、そういう意味でのしっかりし

た学力を見つけていくとともに、自己肯定感とかを高めていきたいなというふうに思ってい

るところでございます。 

  大体、今までの実績でいいますと、月に３回ないし４回、時間にしまして６時間程度とい

う概要でございます。学校によりましては、生徒の実態からしまして、うちの生徒は数学に

ちょっと弱さがあるということにあります学校には、数学を集中的に勉強しているという学

校もございますし、また、ある学校では、数学と英語とか、また、生徒の希望によりまして、

先生、国語や社会もしてほしいというときには、その内容も含めて対応をしてくれてるよう

に聞いておるところでございます。次年度もそのような形で、それぞれの３中学校で生徒た

ちの実態を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えております。 

  あわせまして、これにかかわる地域の方々ですけれども、基本的には、一応、教員のＯＢ

を中心に集めていただいたりしておるところでございまして、なかなかこの人材の活用とい

う部分では、工夫をしながら、学校と十分連携しながら取り組みを進めていきまして、生徒

たちにしっかり学力の面で学習習慣が定着し、自分の進路をきちっと切り開いていけるだけ

の力を見つけるように努力をしていくようにしていきたいというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） １０月から実施しているということで、それぞれの学校にあわせた

勉強方法も考えておられるということで、まだ、日数的にも短いんですけれども、やはり子

どもたちがこう変わったとか見ていてこの辺が変わった。勉強のやる気ができたとかそうい

った何か目に見えるものがあるのか。評価的なものがわかりましたらお願いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 
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○教育長（樹山静雄君） この授業は、授業そのものではございませんで、地域の方々ととも

に学習をするという形をとってますので、自分がちょっとわからないときには、ここはどう

やったかなというようなことを気軽に質問をして、自分のニーズに応じた形での学習ができ

るということと。そして、友達同士もお互いに教え合いをしながら自分の課題にあわせて学

習できるという面で、リラックスしながら学習活動に取り組めるのではないかなと思ってお

りますので、このあたりを大事にしながら、友達と協力しながら、この学習活動が進められ

たらなというふうに考えているところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） それでは、３つには、畑川ダム周辺整備について、町長にお伺いし

たいと思います。 

  これは、平成３０年度の施政方針でも財源の確保が課題としておりましたが、平成３１年

度も同様であります。なかなか町単費で実施するということは厳しい。これは目にも見えて

いるのではないかと思いますが、進捗状況と見通しはどのように考えているのか、お伺いし

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 平成２９年度に用地境界の立ち会いを行いを行いまして、用地面積の

確定をしたところであります。 

  今後でありますけども、施政方針でも申しておりますが、地域との合意形成を図りつつ、

事業内容の精査でありましたり補助事業を活用できます整備計画を研究をしてまいりますと

ともに、京都府と一体となって整備していくということで、国なり京都府にも要望を行って

まいりたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 今、町長から答弁をいただきましたが、平成３０年度の当初予算は

３５５万９，０００円と上がっておりまして、測量設計監理業務計画策定委託料３００万円

と畑川ダム対策協議会の補助金５０万円と上がっております。今年度は、測量設計監理業務

ではなくて要望等の作成ということで、金額はもちろん下がってはいるんですけど、やはり

国・府に要望をもちろんしていくわけですが、その見通しというのはどのような見通しにな

っているのか。これまでにも国や府に対して何回かそういった要望はされてきたのかと思い

ますが、その点の国・府の返答なりの見通しはどう考えておられるのか、お伺いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 今、見通しというお話ですが、平成３０年度につきましては、
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京都府南丹広域振興局、また、南丹土木事務所に過去の経緯等、事業実施に向けた補助事業

の確認とか、また、財政支援等のお願いに参りましたが、実際は、具体的な事業実施には至

っていないということです。 

  また、毎年行っております知事要望の中でも、畑川ダム周辺整備事業についてということ

で要望のほうをさせていただいている状況です。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） なかなか見通しは暗いというふうに捉えていいのかなと私は思いま

した。 

  ２点目に、交通対策について、町長にお伺いをいたします。 

  初日の一般質問にも西山議員からありましたが、私からもお聞きしたいと思います。 

  高齢者による車の事故が多発していることから、本町では、こうした高齢者による交通事

故防止を図るために、自主的に運転免許証を返納した高齢者等に対する支援事業として、平

成２９年４月１日から路線バス利用券１万円分を交付する京丹波町高齢者運転免許証自主返

納支援事業を実施し、有効期間は２年間であります。この間の交付件数は２月末現在で１０

９件とのことでありました。この路線バス利用券の利用者からの声はどうであったのか。ま

た、意見等をお聞きになったのか。前回も同じ質問では、そういった意見は聞かないという

ことでありましたが、やはり検証すべきではないかと思いますが、その点をお伺いいたしま

す。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） さまざまな意見はあるかと思いますが、利用券をもらったことに大変

うれしいという意見もありますし、ＪＲバスで利用できるので大変助かるという意見もあり

ますし、そういった一方で、本人以外は使えないのかというような意見もありますし、その

バスしか使えないのかというような意見もあるということで、それはさまざまな意見がある

というふうに、全てを確認しているわけではありませんが、そういうふうに推察をしており

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） それぞれこの利用券を交付していただくことによって助かってる方

も多分多くはおられると思うんですけれども、２年間で１万円、１回限りでありますね。こ

れに続く支援が必要であると思うんです。２年間でそれが終わったら、それはもう申請はで

きないわけですから、昨日、西山議員からもありましたように、やはりそういった福祉施策
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として考えていくことも必要であるかと思います。 

  次の質問とこれも関連いたしますので、２つ目の質問ですが、町長も西山議員の答弁のと

きにも言っておられたように、高齢者の外出を支援するためにやはりそれは必要で、福祉施

策として考えなければいけないということでありますので、例えば、敬老乗車券とかタクシ

ー利用券など、そういったものを発行する考えはないか、お伺いしたいと思います。これは、

免許返納をされた方だけでなく、公平に福祉事業として実施できるのではないでしょうか。

お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） まず、高齢対策で行っております高齢者の免許の自主返納事業という

のは、これはあくまで高齢者の方の悲惨な事故を防止するためにやっておるものでございま

して、それと、高齢者の外出支援、そこを全部一緒にして議論していくといろいろ通じない

ところが出てくるのかというふうに思ってますけれども、町営バス等の高齢者の外出支援と

いう面では、町営バス等の公共交通機関の利用が高齢者の外出支援につながればというふう

に考えておるところでございまして、１人でも多くの皆さんに利用いただいて、地域の公共

交通を支えていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

  ご質問の乗車券等につきましても、本町の財政事情というのも考慮しながら検討していく

べきでありますし、西山議員のご質問のときにも答えましたけども、そういったことで過去

に実験もしましたけども、そんなに乗客数が増えなかったということがありますし、また、

ほかのところの例で行きますと、大都市におきましては、敬老パスというのが無料配布をさ

れていたのが、有料に変わっているというような実態もあるわけでありまして、どういう制

度がいいのかというのは本当に研究をしていく必要があると思うんですけども、タクシー利

用券と申されましても、タクシーがない状況の中で、どうやって利用するんだということも

ありますし、その辺研究が必要だというふうに思ってますけども、高齢者の外出支援、特に、

通院とか買い物支援になるかと思いますので、その辺については、どういうかわりの方法が

あるのかというのは、別途、また研究もしていく必要があるというふうに考えておるところ

であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 私の質問の仕方が悪かって、免許返納と一緒に質問が混乱した部分

もあったかと思いますが、タクシーは少なくはなりましたが、丹波マーケスの裏にあろうか

と思います。近くの方が綾部に行くのに、以前はタクシーで行くしかなかったので５，００

０円だったのが、この間行ったら７，０００円になったといったような声もお聞きして、大
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変やね。年金の中からそれだけの支出をするのはといって、そういった話もお聞きしたんで

すけれども、もちろん、以前、そういった町営バスの半額、それをして社会実験をされたん

ですけど、今も町長がおっしゃったように、少なかったということもあります。それが少な

かったからといってそれでやめるのではなく、やはり今の状況にあったこともさらに研究し

ていただいて、もう一歩、福祉事業として無料券なり半額券なりをすることも考える必要が

あるかと思うんですけれども、もう一度その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほど答弁させていただいたとおりでありますけども、高齢者の方の

外出支援なり買い物支援の方法については、いろんな方法を検討してまいりたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） それでは、３つ目に、町道下山駅前線の道路改良事業の進捗状況に

ついて、町長にお伺いをいたします。 

  この質問は、昨年の太田町政での初議会でも、私、一般質問をさせていただきまして、認

識がされておられるかと思います。府道丹波三和線の下山駅前から２７号線につながってい

る町道であります。ここは通学路ともなっておりまして、そのときの町長の答弁は、実施設

計を完了し、用地買収に係り、所有者との境界画定に時間を要しており、側溝に蓋をするな

どの検討をしていきたいとのことでありました。１年を過ぎましたが、私の目からはなかな

か進んでいないと思うんですけれども、そのときになかなか拡幅ということが難しいという

のであれば、カーブミラーを手前にしてほしいということをお願いいたしました。しかし、

まだカーブミラーもついておりません。改めて見通しをお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 町道下山駅前線の道路改良工事につきましては、現在、地権者との用

地立会いに向けた調整を行っておるんですが、町外在住の方が多く、隣接地も含めまして相

続なり連絡先の確認等に時間がかかっておるというような状況であります。 

  今後につきましては、その連絡がつき次第、用地境界の立会いを行いまして、用地買収を

進めていきたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） ミラーにつきましては、道路の途中にあり、通行の妨げにな

りますので、場所的には、もうあそこで仕方ないということで、角度の調整と府道へ出る際

に確認するミラーの調整はさせていただいたということで、今後は、できるだけ早い着手に

向けて進めてまいりたいと考えております。 
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○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） ミラーの件ですけどね。郵便局のほうから下りるわけですよね。そ

のときにちょっと下がったところに１本あるんですけど、その手前の山というか、前農協が

ありましたその手前のカーブの辺に、山手側に１本つけていただいたら、それで下から上が

ってくるのがわかりますし、上から下りてくるのもわかるかと思います。ちょうどカーブが

見えないんですよ。私も何回も通るんですけれども、だから、もう一度立会いをさせていた

だいて、私、工事的なことはわからないので、ここにつけてもらったらうれしいなという気

持ちはあるんですけど、ここはこういう関係で無理ですよというのであれば、それはしょう

がないんですけど、一度、課長、立会いをお願いしまして、ぜひつけれたらと思いますので、

またよろしく時間調整をお願いします。 

  ３点目に地域経済活性化への取り組みについて、町長にお伺いをいたします。 

  ２月１９日に産業建設常任委員会で京丹波町商工会の会長を初め、代表の方々と意見交換

をさせていただき、本町における商店街や事業所等の状況をお聞きをいたしました。平成２

９年度に初めて商工会で会員事業者の実態調査をされ、後継者の有無では決定が２５％、未

定と承継しないは７４％、経営課題では、人口減少と人材不足、経営者の高齢化、顧客ニー

ズの変化など上げておられました。このまま商売を続けていても将来性が持てないというの

が本音ではなかったでしょうか。 

  地元の商店や商工業は、地域の住民にとって身近な購買先であり、地元の共有財産ともい

うべき存在でもあります。家族経営の継続に町独自の支援策が必要ではないでしょうか。店

舗の改築や改修費用の一部助成をする考えはありませんか、お伺いします。 

  また、住宅改修助成制度補助金の限度額の引き上げと対象の拡充をする考えはないか、お

伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 店舗改修等に係ります補助金制度の創設につきましては、現在のとこ

ろは考えていないところでありますけども、国や府の補助制度のなどを活用をいただけると

いうものもありますので、そういった制度をご紹介していくなど、商工会とも連携をして必

要な支援は講じてまいりたいというふうに考えております。 

  また、住宅改修補助金交付事業でありますけども、住宅改修の推進を図りますとともに、

町内商工業の活性化に資することを目的として、経済効果はあるというふうに考えておりま

すけども、限度額の見直しでありましたり、新築住宅への拡充については、現在のところは

考えておりません。 
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  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 以前も同じ質問で同じ答弁でございましたが、国・府の補助金のそ

ういったものを紹介するということでありますが、やはり大きなお金が商売ですのでかかる。

その利子を補償するとかそういうことが国・府の紹介であるかと思うんです。 

  懇談会の中で、住宅改修助成制度というのは大変うれしいですという声がありました。そ

れと同時に、やはり対象の拡充を願う声もありました。今、補助対象は、自ら居住するため

の主たる住宅の工事と限られておるわけですが、今も町長が新築とかには出さないというこ

とでありました。しかし、そういった新築や、また、お家がある方が離れの屋根を少し直し

たいなとか、そういったときにも使えるような対象を広げるということもできないのかどう

か、その点をちょっとお伺いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほど答弁を申し上げたとおりでございます。 

  前回からは何も変わっていないところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） しかし、実際にお商売をされている方のそういった声もあることで

すから、対象を広げるということも必要ではないかと思うんです。そういったことも考えた

上で、ぜひ検討課題として検討していただくことを要望しておきます。 

  ４点目に、教育環境について、教育長にお伺いをいたします。 

  １つには、就学援助を申請する際、民生児童委員の意見書をつけて提出することとなって

おりますが、法律では必要性を求めていません。府下でも２市町村だけとなっております。

不要とすべきと考えますが、教育長の見解をお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 

○教育長（樹山静雄君） 京丹波町の就学援助費に関する規則取扱規定において、校長は、認

定にかかわる児童生徒の生活状況等について、担当民生児童委員の協力を得て確認し、教育

委員会に副申すると定めております。 

  申請しやすい環境づくりを進めることも大切ではございますけれども、地域で身近に児童

生徒の見守りや必要な支援をいただいております民生児童委員にご協力をいただくという福

祉面での重要性についても認識しているところでございます。 

  そうしたことを踏まえまして、申請書の確認方法につきましては、教育委員会におきまし

ても、慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。 
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○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） ぜひ検討していただきたいことを望んでおきます。 

  ２つに、京都府内の小中高における不登校の児童生徒が全体に占める割合は、全国平均よ

りも高い状況であります。本町での小中学校における不登校の状況と対応についてお伺いし

たいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 

○教育長（樹山静雄君） 本町におきます不登校の状況にある児童生徒ですけれども、１月末

現在で、小学校３人、中学校６人となっております。 

  不登校への対応につきましては、個々の児童生徒の発達段階や課題に応じまして、家庭訪

問によります保護者との連携、児童生徒には、放課後の登校や保健室等での学習の実施など、

きめ細やかで組織的な対応をいただくとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーによります児童生徒や保護者への個別相談、指導も行っていただいてるという状

況でございます。また、家庭等に課題がある場合には、関係機関と密接な連携のもとに対応

するなど努力を重ねていただいてる状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 小中で９人という報告でありますが、いろんな不登校の子でも、学

校までは行くけれども教室に入れないとか、保健室で勉強はするとか、そういった子もある

かと思うんですけれども、中にはやはり部屋から出てこないとかひきこもり、そういった子

どもというのは本町においてはおられるのかどうか、お伺いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 

○教育長（樹山静雄君） 個々のケースはさまざまございまして、学校のほうにも保護者に引

率されてお昼前に登校するというようなケースもございますし、また、部屋に閉じこもった

ままで、担任の先生が訪問しても顔を合わせにくい場面もあるように聞いております。でも、

学校としましては、できるだけ子どもたちと顔を合わせて状況を把握するように努める努力

はしておりますけれども、個々の児童生徒の状況によりましては、そういう状況もあること

は事実でございます。そんな場合は、また保護者と面談しながら、普段の子どもの様子を聞

かせていただいたりしながら、児童生徒理解に努めていただいてるという状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） 学校それぞれ努力もされておられます。ある小児科医の先生がおっ

しゃっておりまして、やはり不登校になりたくてなる子どもはいないと。肉体的、精神的、

社会的に不安で満たされない子どもこそ、学校と家庭という小さな世界の中で身動きが取れ
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なくなっているというようなことをおっしゃってましたが、教育長も見られたと思うんです

けど、３月６日付の京都新聞ですけれども、南丹市が不登校の小中学生の居場所づくりに適

用指導教室を４月から開設するとの記事が載っておりました。南丹市では、約２０人の小中

学生が学校に通っていないと。この教室の実施に向けて平成２９年度から調査研究を初め、

昨年の７月から試行的に教室を開いて実施していたということが載っておりました。 

  本町では、適用指導教室、そういった不登校の子どもの居場所づくりというようなことへ

の取り組みというのはされなかったのかどうか、お伺いします。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 

○教育長（樹山静雄君） 準備に向けましては、南丹市と準備委員会に一緒に入って交流をし

た経過はございます。京丹波町においても、適用指導教室をというそういう動きもなきにし

もあらずでございましたけれども、京丹波町におきましては、先ほど言いました子どもの実

態からしまして、不登校の児童生徒にとってどのような支援がいいのか。どのような居場所

があればいいのか。このあたりについて学校と十分連携しながら子どものケアと、そして、

自立を目指して対応を考えていきたいというふうに現在のところ考えているところでござい

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） ちゃんと学校と連携をとって、その子どもたちの実態にあわせた対

応をしているということでありますので、必ずしもそういった教室を開いたからどうこうと

いうことは言えないかと思いますが、今後のことも考えながら、またこういったことが必要

であれば、そういう居場所づくりも考えることも必要ではないかと思いますので、その点だ

けちょっとお伺いしてよろしいですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 樹山教育長。 

○教育長（樹山静雄君） 子どもたちにとって、本当にどのような居場所がいいのかについて

は、十分議論をする必要があるかなと思いますし、子どもがそれぞれ、先ほど議員がおっし

ゃったとおり、いろんなハードルを越えていかなければならない課題がたくさんあるわけで

すけれども、子どもたちを目の前にして、そこら辺については児童の実情によく合わせなが

ら、学校と十分連携しながら、また家庭とも連携しなければならない部分があると思います

ので、このあたりをしっかり見きわめながら対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） これで私の一般質問を終わります。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、坂本美智代君の一般質問を終わります。 
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  次に、東まさ子君の発言を許可します。 

  ４番、東まさ子君。 

○４番（東まさ子君） それでは、ただいまから平成３１年第１回京丹波町議会における私の

一般質問を行います。 

  まず最初に、住民要望についてということで、第一に、高齢者が利用されております通所

サービス「みんなおいデイ」は、町が町内のＮＰＯに委託して実施してきた事業であります。

１７年間続いてまいりましたが、平成３１年３月末で事業所がこの事業から撤退されること

になりました。 

  撤退の理由としては、事業所が発行しておられる機関紙によると、報酬が減ったことと利

用者が減ったことで経営の継続が困難になったと報告がされております。 

  一方、利用者さんは、大変楽しみにされておりましたサービスであり、生きがいにもなっ

ていたことから、存続をしてほしいと町へ要望がされてきたところであります。 

  今回のように利用者が望んでおられる。また、事業所も続けたいけれども、事業を更新す

ることができないというこうした矛盾は、人手不足もあるかもしれませんが、大きいのは国

が介護保険制度を次々と改正をして「みんなおいデイ」のような事業を介護サービスから外

し、単価の低い事業へ改定したことにあります。一番影響を受けているのは利用者の皆さん

でありますが、町としても相対的に見れば、こうしたサービスに参加することで高齢者の方

がいつまでも元気に地域で頑張れることは、健康寿命を維持することにつながり、町の目指

す方向にもなります。 

  昨日の答弁では、町が直接事業を実施することで調整しているというふうな答弁でござい

ましたけれども、４月から実施できるかも含めて改めてお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ３月７日の北尾議員の質問で答弁をさせていただいたとおりでござい

ますけども、念のためにもう一度答弁させていただきますと、利用者の皆さんの希望であり

ましたり、心身の状況をお伺いしながら、他の事業所への委託でありましたり、町直営の通

所型サービス等への利用調整を始めまして、地域や民間の施設でありましたり、またマンパ

ワーの活用も視野に入れ、協力いただける事業者や機関等へのアプローチをやっておるとい

うような状況でありまして、引き続き、利用者の皆さんとの面談を行いながら、提案なり調

整を行っていきたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 目先のそういう事業の費用対効果というか、そういうことにとらわれ
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ず、やはり高齢の皆さんが健康寿命が長くなって、そして、長くなるということは、医療費

が安くなることでありましたり、また地域でいろんなことをやっていただけるということで、

町にとっても地域にとっても大変こういうサービスは役割を果たしていると思っております。

根本には、国が介護保険制度をどんどん改正してきて、こうした介護予防に出すお金を減ら

してきているということにあります。しかしながら、今、町長が答弁されてまいりましたよ

うに、国がそういう政治を推し進めてきたとしても、やはり防波堤となって、やっぱりいろ

んなサービスの提供を考えていくことになります。いろいろと調整をしているということで

ありますので、しっかりと今こうした制度が果たしている役割を検証していただいて、取り

組みを進めていただくことを求めておきたいと思います。 

  次に、町道高岡鎌倉線の道路維持管理についてであります。 

  この町道は、区民の生活道路であり、通学路でもあります。平成２９年の台風により山の

法面が崩落し、町道へ土砂が堆積したことから、現在も応急処置がされたままであります。

早期の改善をと昨年のタウンミーティングでも要望がされておりました。私も１２月議会で

質疑をしたと思っておりますが、答弁では、年度内に準備しているということであったと思

います。この町道の災害復旧と道路の改修について伺いたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 実施時期ということでよろしいでしょうか。 

  ４月に工事の発注を行いまして、５月下旬に契約をする予定で現在発注の準備を行ってお

るところでありまして、工期は約４カ月を予定しておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 本当は年度内というふうな答弁もあったところでありますが、ホーム

ページを見させていただくと発注の時期の見直しもあったというふうに思っております。通

学道路でありますのに、こういうふうに事業年度がおくれたということについては、何か理

由があったのか、お聞きしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 測量設計に期間を要したことや崩落しております法面につき

ましては、個人の所有地ということになっておりましたので、その辺の用地確保の調整等に

期間を要したということでございます。 

  今後につきましては、早期完成に向けて努力してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 
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○４番（東まさ子君） 次に、個人情報問題に関連してお伺いをいたします。 

  自衛隊への１８歳、２２歳の名簿提供について伺います。 

  ２月１７日の京都新聞では、市町村の対応について、名簿提出が３６％、該当者を抽出し

た名簿の閲覧を認めるのは３４％、該当者を抽出せず閲覧を認めるは２０％、いずれの対応

もしないが１０％と報道しております。 

  そこで、本町の対応とその根拠についてお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 自衛隊の名簿提供につきましては、平成２６年に京都府を通じまして

防衛大臣からの依頼がありまして、自衛隊法施行令第１２０条に基づきまして、提供してお

るところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 提供しているということでありますが、どういう提供の仕方をされて

いるのでありますか。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 紙ベースの名簿でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） ということは、該当者を抽出しての紙ベースでの提供ということであ

りますか。 

  憲法擁護義務があります自治体の立場からは、そういう個人情報の保護の立場からも、や

はり名簿を抽出しての紙媒体への提供はやめるべきではないかと思っております。平成１５

年の戦争法の成立で、自衛隊が海外へ戦闘に参加させられる危険性があります。地方自治体

として、若い青年をそういう危険にさらされるような危険のある自衛隊について、閲覧なら

住民基本台帳法の関係もありますが、名簿を抽出しての名簿提供というのは、個人情報にも

反するものであり、自治体として今後やめるべきではないかと思いますが、見解をお聞きし

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 法令に基づいての提供をしております。自衛隊法の施行令なり、それ

から京丹波町の個人情報保護条例にも基づいて提供しておるところでありますけども、個人

情報の提供を停止したいというような個人の申し出があれば、提供しないということも含め、

これは他市町村との動向を見ながらでありますけども、そういった対応については検討はし

ていきたいというふうに思っております。 
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○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 自衛隊法第１２０条ということでありましたけれども、これも必ずし

も自治体に義務を課しているものではありませんので、やはり個人情報の観点から、紙媒体

での名簿抽出しての提出はやめるべきだということを指摘させていただきます。 

  次に、子育て応援のまちづくりについて伺います。 

  政府は、１０月の消費税率１０％への引き上げによる財源を活用し、１０月から幼児教

育・保育の無償化を行おうとしております。対象は、保育所、幼稚園、認定こども園に通う

３歳から５歳児。そして、住民税非課税世帯の０歳から２歳児としております。財源は消費

税で必要な無償化の費用は地方負担分を含めて７，７６４億円の見込みとされております。

１０月から半年分に限り国が全額を負担いたします。最初の半年は国がお金を出しますけれ

ども、平成３２年度からは自治体が自主財源となる消費税分から充てなくてはなりません。

公立の保育所は全額市町村の負担となります。また、給食費が徴収されることになります。

国の想定額としては、主食費が３，０００円、副食費４，５００円で月７，５００円と言わ

れております。 

  そこで、無償化は子育て世帯の願いではありますけれども、問題がありますのでお伺いを

してまいります。 

  まず最初に、本町の無償化に係る費用の概算額、財源措置について伺います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） １０月からの幼児教育なり保育の無償化に要する本町の経費につきま

しては、保育所利用料及び幼稚園利用料をおおむね１，１００万円と見込んでおるところで

あります。 

  ただし、初年度の無償化に要する経費につきましては、その全額について国費での財政措

置が予定をされておるところでありまして、詳細が決まり次第、補正予算で無償化への対応

を行ってまいりたいというふうに考えております。 

  また、２０２０年度以降の無償化に必要な費用につきましては、消費税率の１０％への引

上げによります地方消費税の増収分を考慮して、地方交付税による財源調整で対応をすると

いうふうにされておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 本町は、１，１００万円を見込んでいるということでありました。全

額自治体の負担となりますが、地方消費税分を充てるということにもなっておりますが、地

方交付税というのは、この１，１００万円に見合う分は上乗せして国のほうから下りてくる
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のかどうか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） この無償化分につきましては、翌年度の地方交付税の中の基準財

政需要額のほうに措置されておりますので、実質、交付税での措置というふうに捉まえてお

ります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 次に、住民税課税世帯は、０歳から２歳児については無償化の対象に

はなりません。現在、町が行っております第２子の保育料は半減、そして、第３子以降は無

償化としておりますが、この取り組みについては、国の幼児教育・保育の無償化に関係なく

継続、あるいは拡充して子育て世代の経済負担の軽減に取り組むべきと考えておりますが、

見解をお聞きしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） １０月から幼児教育・保育の無償化が実施をされますと、国の制度に

より、子育て世帯にとりまして大幅な経済的負担の軽減が図られるものと考えておるところ

であります。これまで無償化の対象を拡充してまいりました本町の財産振興の保育所料等の

無償化につきましても、継続して取り組んでまいりたいというふうに考えておるところであ

ります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） ０歳児から２歳児については、課税世帯は対象にならないということ

でありますけれども、低年齢児ほど保育料が高く、経済負担も大きいという現状から見ても、

今回の内容は不十分ではないかと思います。０歳児から２歳児についても、所得制限を設け

ずに無償化の対象とするよう求めるべきではありませんか。見解をお聞きします。 

  また、町が独自で行ってきました軽減措置分を拡充して、こういう財源に充てるべきでは

ありませんか。お聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 今のは国にそういう制度を求めろという質問ですか。 

（「それも含めて町独自での」と東議員の発言あり） 

○町長（太田 昇君） 先ほどお答えしましたとおり、本町のものについては継続して取り組

んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） ０歳児から２歳児についても、所得制限を設けず無償化にするべきこ
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とをやはり言っていただくことが必要だと思っております。 

  次に、給食費の無償化を対象外としておりますが、食事は子どもの発育・発達に欠かせな

いものであります。栄養の摂取はもちろんのこと、みんなで食事を楽しむことは五感を豊か

にし、心身の成長に重要であります。給食は、保育の重要な一部であり、これまで保育所の

給食は保育料に含まれておりました。幼稚園も含め給食費の実費負担、実費徴収は行わない

ようにするべきだと考えますが、見解をお聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 保育所に入所しております３歳児から５歳児の給食の副食費につきま

しては、これまでも保育所利用料の一部として保護者が負担をしてきたところでありますの

で、１０月以降の幼児教育・保育の無償化に当たっても、この保護者負担の考え方を維持さ

せていただき、無償化の対象外というふうにされておるところであります。低所得世帯につ

きましては、今回の無償化により負担が増えないよう給食費の免除措置も設けられる予定と

なっておりますので、国の方針でありましたり近隣自治体の動向も考慮した上で検討してま

いりたいというふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） でも、一般的に保護者の皆さんというのは、保育料の無償化というこ

とになった場合、その給食費も含めた保育料になっておりますので、保育料負担というのは

考えておられないのではありませんか。お聞きをしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 給食費は、その対象外ということで理解いただきたいというふうに思

っております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 今対象外ということでありましたけれども、実際にそういうことにな

りますと、低所得者に対応があるというふうなことでありましたけれども、給食費の負担と

消費税の増税分と合わせると、負担増になることにつながるのではないか思っておりますの

で、この給食費の負担というのは、やめてもらうように国に言うべきでありますし、そして、

この保育料無償化の財源も消費税ではない財源を使って行う、消費税と切り離すべきと考え

ます。そのことを強く申し上げておきたいと思います。 

  それから、次に、国保税額を決める際の均等割について、子どもの均等割について減免措

置を設けるべきとこれまでも言ってまいりました。 

  そのことについて、まず最初に求めるものでありますが、平成３１年度の府が示す納付金
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及び標準保険料率及び本町の国保税の税率について伺います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町におけます国民健康保険事業費納付金でありますけども、４億４，

９９１万２，３５７円であります。また、本町の市町村標準保険料率は、公表されておりま

す３方式では、医療分の所得割率が８．３８％、均等割額が２万８，５４１円、平等割額が

１万９，３３２円、後期高齢者支援金分の所得割率が２．７４％、均等割額が９，１２６円、

平等割額が６，１８２円、介護納付金分の所得割率が３．０３％、均等割額が１万２，４０

７円、平等割額が６，３９７円でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 次に、国保加入世帯の１８歳以下の子どもの数はどうなっているか、

お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 国保加入世帯の１８歳以下の人数でありますけども、平成３１年１月

３１日現在で２９６人でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 詳しいことはまた特別会計のところでお伺いをいたします。 

  次に、均等割は、大人も子ども同額であります。本町の子どもの均等割は３万１，５００

円であり、加入世帯に子ども１人いれば３万１，５００円が加算される。子ども２人であれ

ば６万３，０００円にもなります。今、少子化対策の重要性が指摘をされております。生ま

れたばかりの子どもでも３万１，５００円の国保税の負担は重いのではありませんか。子ど

もの均等割について減免すべきではないかとお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 子どもに係ります均等割の負担軽減につきましては、国におきまして、

今後の検討課題というふうにされておるところでございまして、子育て支援、あるいは、他

の医療保険制度との公平性を確保するという観点からも、国の責任と負担による事項である

というふうに考えておりますので、今後とも、京都府を通じて要望を行ってまいりたいとい

うふうに考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 政府も自治体もですけども、盛んに少子化対策を口にいたします。子

どもの数が増えるとペナルティーのように保険料が高くなることから、やはりこれは改善が

必要であります。また、所得のない子どもに後期高齢者医療分の負担までさせるというのは
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問題で、子育て支援の立場からも問題であり、逆行していると考えますが、この後期高齢者

支援分にまで子どもが負担しなくてはならない均等割について、見解を求めます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 国におきまして、社会保険制度の全体として検討がされておるという

ふうに認識をしておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 次に、一般会計から繰入金（福祉医療波及分）について、この間、２，

１００万円を一般会計から繰入をされてきましたけれども、平成３１年度はどのように対応

されるのか、お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 福祉医療波及分の繰入につきましては、法定外繰入でありまして基金

が増加する等の状況の改善が見られておりますことから、平成３１年度の繰入は実施しない

予定というふうにしておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 町長のほうから、基金が増加していることから改善はしないというこ

との答弁でありましたけれども、そもそも基金が増加というのは、保険料を取り過ぎている

ということではありませんか。そうした基金を理由にしたこういう一般会計からの繰入をや

めるということはいかがなものかと思いますけれども、どうですか。見解を求めます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 単年度ではなしに、こういった状況で基金が増加しておるというよう

なことになってきたところでありますので、繰入は実施しないということにさせていただい

ておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 納得いかない答弁であります。保険料の取り過ぎのために基金が増え

てきているということであります。 

  国保加入者は、これまで言っておりますように、非正規の労働者でありましたり年金生活

者が多く、低収入である一方、高齢者が多く、医療費が高くつく構造問題を抱えております。 

  その解決には、公費負担を増やすしかありません。全国の知事会も１兆円の公費投入を要

求し、３，４００億円の財政措置がされているところでありますが、まだ足りておりません。

町長も府を通じて要望していくとの見解を示されております。そうした中で、やはり、今以

上、負担を増やさない据え置きとされておりますけれども、今以上に負担を増やさないこう
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いうことだけではなしに、少しでも負担を減らすということが今回の都道府県単位化の目的

でもありますし、もっとやはり住民の被保険者の暮らしに目を向けた対応をするべきではあ

りませんか。３億２，６００万円、平成３０年度末には基金があります。今回、平成３１年

度に基金を崩し、２億８，０００万円基金があるということでありますので、これは本当に

保険料の取り過ぎであります。見解を求めておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほどの答弁でもちょっと言葉足らずでありましたけども、長期的な

視点に立って、安定的に運営していくということを第一に考えていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 長期的にも何も、今本当に住民が困っているのであり、そういう答弁

は暮らしに目が向いていないということであることを指摘させていただきます。 

  次に、まちづくりについて伺います。 

  町の行政組織の機構改革が行われ、平成３１年度から企画財政課に財産管理係を置き、債

権の管理を総合的に推進するとしておりますが、事業の内容について伺います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 債権の管理につきましては、庁内で私債権を中心に滞納者の債務の状

況等を共有する仕組みづくりや滞納整理に関して、調査・研究を進めていきたいというふう

に考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 例えば、国保税の滞納者は、国保税だけではなく、町税など他の滞納、

未納を抱えているケースが多いのではありませんか。債権の一元管理をするのであれば、滞

納、未納について総合的に相談できる体制を整備すべきと考えますが、見解を伺います。 

  また、滋賀県野洲市では滞納者に対し、滞納は生活困窮者のシグナルと捉えて、野洲市債

権管理条例をつくり、生活再建の手助けをしております。見解を伺います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 町の債権管理につきましては、生活困窮という事情も加味した総合的

な対応が必要であるというふうな認識を持っておるところでありまして、野洲市におけます

条例につきましては、税外債権の適正管理を行う上で課題となります納税者情報の連携共有

とあわせまして、生活困窮者支援部署と債権管理部署との新たな連携という視点に基づきま

して、総合的な取り組みにより、生活再建支援を成功させている事例として注目すべきもの
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であるというふうには理解しておるところでありまして、しかしながら、税務情報の活用に

対しましては、本人同意等を前提として取扱いが必要になってまいりますなど、クリアすべ

き点もありますので、慎重な対応も必要であるというふうにも考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 野洲市の取り組みを評価されているということであります。こうした

ことについては、本人の同意ということが必要だということも今おっしゃられました。そう

いう対応をクリアする方策も含めて、やはり本町でもこういう取り組みをしていくべきでは

ないかと思います。 

  京丹後市でも実施がされているということであります。差し押さえをして一時的な効果を

上げるよりも、生活を再建して納税をしていただく方が将来つながっていくことのほうが長

期的な納税効果が大きいということも実証されているようであります。 

  頼りがいのある行政、市民生活の安定こそということで実施がされているようでもありま

す。ぜひとも本町でも検討していただき、対応していただけるように求めておきます。 

  次に、丹波地域開発株式会社への公金投入について伺います。 

  第三セクターであります丹波地域開発株式会社は、毎年黒字で利益が出ていると言われて

きましたけれど、借金の返済が計画どおりにできなかった結果、返済の目途がつかず、２年

前倒しをしての６億７００万円の公金投入となりました。公金は法令に基づき支出がされな

ければなりません。自治体の資金の源泉が住民等による租税負担である以上、自治体は資金

を最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないというのが地方自治法第２条

第１３項でありますし、地方財政法の第４条第１項は地方公共団体の経費はその目的を達成

するための必要かつ最小の限度を超えてこれを支出してはならないと法で定めております。

この立場が根幹であります。 

  総務省の第三セクターに関する指針では、財政支援の前に経営の効率化・合理化に取り組

むこととしております。今回の丹波地域開発株式会社への公金投入の前提として、やはり会

社の経営改善が図られたのかどうかが問われているのであります。会社の主たる売上収入は、

賃料と共益費であります。特に、賃料については、基本賃料の値引きをして現在に至ってお

りますけれども、キーテナントであるＡ社の賃料は、他の町内テナントの賃料と比べても特

段に低く設定がされているのではありませんか。また、Ａ社に対する駐車場の借地料は、賃

料が変更されているにもかかわらず、当初から変更がされずに推移をしてきたのではありま

せんか。 

  したがって、Ａ社の賃料や借地料３件ありますけれども、これらの見直しを改善すること
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が公金投入する前にやはり必要だったと考えておりますが、町長はどのように判断をされて

いるのか、お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 丹波マーケスでありますけども、町内唯一の商業集積施設として、町

民の皆さんの日々の買い物や暮らしを支えるとともに、地域経済の活性化の面でも重要な施

設であるということから、将来にわたって守っていくには、施設を運営します丹波地域開発

株式会社に対して、一定の支援が必要であろうということで当時判断されたというふうに考

えております。 

  また、賃料でありますけども、これにつきましては、取締役会でありましたり、国の機関

であります株主の中小機構等も入れた会議等による協議等によりまして、決定されたものと

いうふうに理解しておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 唯一の商業施設であるということやら地域の活性化ということは、そ

ら、わからないわけではありませんけれども、６億７００万円という多額の公金投入に際し

て、やはり補助金も出しているわけでありますので、我々が補助金を受けるときについても

いろんな調査というのがいろいろと細かくされるわけでありますけれども、このような大き

な金額を投入する際の会社の経営改善について、もっとしっかり太田町長自身がどのように

考えているか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ですので、そういったことで、当時そういうことも判断をされて、議

会で決定をされたのではないかというふうに推察しておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） しかしながら、今、町民による住民訴訟も起きているのでありまして、

これは全体に認められている問題ではないということであります。客観的に認められていな

いということでありますので、やはり太田町長自身がしっかりこの経営実態など自分自身の

目で確かめて判断することが必要だと思いますけれども、町長自身は前のときに判断された

ということでありますけれども、これでよいと思っておられるのか、お聞きをしておきたい

と思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 丹波地域開発株式会社につきましては、京丹波町としても出資してお

るわけでありますので、その出資者の立場としてしっかり注視していきたいというふうに考
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えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 以前、この問題について質問したときに、借地料の見直しを言ったと

きに、借地料の見直しというのは賃料の改定とあわせてするべき内容になっているというこ

とでありましたが、今回、借地料というのは、太田町長はおられなかったのであれかもしれ

ませんけど、調べてもらったらあれですけど、借地料の改定は当初から何もされていないわ

けでありますので、そういった面からもやはりこれは問題であるというふうに思います。い

ろんな今申し述べました法律に則っても、違法な支出に値する経営内容であるということを

指摘しておきます。 

  次に、施政方針について伺います。 

  商工業の振興については、一部景気回復の兆しも見えるものの、中小業者にとっては依然

と厳しい経済情勢の中でといたしまして、さまざまな施策を示されておるところであります。

その中で、１０月に実施される予定の消費税１０％引き上げに伴う低所得者及び子育て世代

への影響を緩和し、消費喚起を目的としたプレミアム商品券の発行について伺います。 

  商品券は、２万５，０００円分を２万円で購入できるものとしております。前回は、町民

全員を対象にしておりましたが、今回、商品券購入の対象者を住民税非課税世帯、あるいは

３歳未満の子がいる世帯主としておりますが、その理由について伺います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほど議員がみずからおっしゃったとおりでありまして、消費税の引

き上げに伴って国が示している対象者の方について、実施をするものであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 実施委託料として７７５万円を計上しておりますが、全体の経費及び

その内容についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森商工観光課長。 

○商工観光課長（山森英二君） 平成３１年度については、議員おっしゃるとおり、７７５万

円を計上させていただいているところでありまして、これにつきましては、事務費というこ

とで国のほうから１００％の国庫補助をいただくものであります。 

  内容といたしましては、事前の事務費ということで、消耗品でありますとかプレミアム商

品券の印刷料等の人件費も含めてという形で国庫補助を受けるものでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） この商品券の発行でありますが、低所得者や子育て世代の消費にどの
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ような影響を与えると考えているか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） このプレミアム商品券では、消費税の１０％の引き上げが低所得者や

子育て世帯の消費に与える影響があるということでそれを緩和するということと、地域にお

ける消費を喚起・下支えするということで実施をされるものというふうに理解しております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 今おっしゃっていただきました消費喚起にもつながるということであ

りましたけれども、前回のプレミアム商品券発行もされたところでありますけれども、消費

喚起につながったのかどうか、前倒しで購入したりということもあったのではないかと思い

ますけれども、消費喚起につながると考えておられるのか、お伺いをしておきたいと思いま

す。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森商工観光課長。 

○商工観光課長（山森英二君） 前回のときに、通常の１０％のプレミアム商品券の実施を商

工会のほうでしていただいてるわけでございますが、中身的には飲食料品の小売の関係が一

番多いということですし、前回のプレミアム商品券のときには通常のプレミアム商品券に見

られなかった、いわゆる建築工事の関係でご利用されたところも出てきていたということで

すので、そうしたことでは幅広くご利用が少しプレミアム商品券については見込めるのでは

ないかというふうに思っているところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 商品券を購入するためには２万円の原資が必要となりますが、中には、

用意することが困難な方があるとしたら、この事業の恩恵にあずかれないということになり

ますけれども、そういう問題は発生しないかどうか、想定されないか、お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 購入対象者が低所得者及び子育て世帯となっておりますことから、最

低券面額は５，０００円、販売額４，０００円から購入が可能というふうになっております。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 先ほども言いましたように、消費の先食いというか、そういうことに

なる可能性もありますし、また、手間の多い商品券であります。商店街の皆さんへの影響も

よいことばかりではないというふうに思いますが、商店街だけではなしに、その対象となる

事業者の手間とかそういう問題について問題があるのではないかということを１つお聞きし

ておきたいと思いますし、また、２０１４年の８％の増税を契機として、実質家計消費は年
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額で２５万円落ち込みをして、現在も回復がしないまま至っているというところであります。

先ほどもお聞きしたことにも関連いたしますけれども、このような一時的な対応で不況を改

善できるのかということが課題であります。町長はどのように考えておられるのか、お聞き

をしておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 今回の商品券の発行事業でありますけれども、低所得者及び子育て世

帯の消費に与える影響を緩和するということが目的となっておりますので、その商品券発行

によりまして、その負担の緩和を通じて一定の消費喚起にはつながるのではないかというふ

うに考えております。 

  また、商品券発行事業は、消費喚起を促すということでありますので、地域経済の活性化

にも多少は繋がるというふうに考えております。 

  ただ、議員がおっしゃられたように、２０１４年の８％増税時の落ち込みがどうであるか

というのは、これは全体的な経済対策というふうなことが入ってくると思いますので、その

一面の１つであります商品券の発行だけでカバーできるというふうには私も考えてないとこ

ろであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 逆進性が強い消費税の増税は、住民の暮らしや地域経済の衰退に拍車

をかけることにつながります。ですから、安倍政権は、影響を緩和するために消費税率上げ

幅以上のポイント還元や、また、商品券などで国民の目先をごまかそうとしているとしか思

えません。このような税金の使い方をするなら、この１０％への増税をやめるべきであると

いうことを指摘をいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、東まさ子君の一般質問を終わります。 

  これより暫時休憩します。午後１時１５分までとします。 

休憩 午前１１時３４分 

再開 午後 １時１５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、山田 均君の発言を許可します。 

  １０番、山田 均君。 

○１０番（山田 均君） 日本共産党の山田 均です。 

  平成３１年第１回京丹波町定例議会における私の一般質問を行います。 

  ３月１１日、本日は、東日本大震災から８年目を迎えました。今なお避難生活者は５万１，
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７７８人で、福島第一原発事故による避難者数は４万１４１人であります。また、プレハブ

型の仮設住宅での生活を余儀なくされている被災者が３，４１８人と復興庁が公表をいたし

ております。原発は安全との神話を振りまいてきた東電や政府の責任は重大です。何の責任

もない被災者が置き去りにされているのです。先日も原発の事故現場が放映されていました

が、廃炉の見通しも立たない状況です。原発の使用済み核燃料の処分方法もないことから、

トイレのないマンションと同じと言われております。原発の安全の確保には、廃炉・廃止以

外にありません。 

  安倍政権が進める働き方改革や森友・加計問題にさらに統計不正問題が加わり、政府とし

ての役割が果たせない状況になっています。統計不正問題は、消費税１０％増税の根拠をな

くすもので、絶対に増税は認められません。国民世論を無視した国会運営など安倍政権は数

の力でやりたい放題です。 

  さらに憲法９条を見直し、何が何でも自衛隊を海外での武力行使に道を開こうとしていま

す。選挙できっぱり審判を下すときです。 

  国の政治が国民の暮らしに見向きもしない中で、町政の役割は非常に大切です。平成３１

年度の施政方針では、説明責任と常に住民目線で物事を考えることを述べられましたが、平

和を希求し、自治体の役割である福祉の増進を基本にした町政の精神が求められていると考

えます。 

  こうした立場から次の３点について町長にお尋ねをいたします。 

  第１点目は、施政方針についてお尋ねをいたします。 

  平成３１年度の施政方針では、健康の里づくり実現に向けて５つの柱を掲げられています。

その中の２つ目の柱として、環境整備についてお尋ねをいたします。 

  地域が元気であることも健康の里づくりの重要な要素であるとして、活力ある地域づくり

や地域の課題解決に向けて、引き続き地域の活動を積極的に応援してまいりますとしており

ます。 

  初めにも言いましたが、福島原発事故から８年、いまだに故郷に帰れない状況は、原発事

故の恐ろしさを感じずにはいられません。 

  施政方針では、原子力防災については、万が一の事故に備え、住民の安全と安心を守るた

め、地域協議会での連携、原子力施設の現状や安全対策などの把握、住民避難訓練の実施、

避難計画の確認・検証を行い、課題の解消に努めてまいりますとしておりますが、福島原発

事故を見れば、原発は廃炉・廃止以外に危険を防止することはできないと考えますが、町長

のお考えを伺っておきます。 
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  また、廃炉・廃止に向けた取り組みを進める考えはないのか、あわせてお聞きをしておき

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 議員も述べられましたとおり、本日は、３月１１日ということで、東

日本大震災で尊い命が奪われた日でありまして、この国に生きる者として決して忘れてはな

らない日というふうに考えています。 

  同時に、福島第一原発の電源喪失に伴いますさまざまな事故が発生したということで、こ

れについても本当にふるさとに帰還が困難な人たちがいらっしゃるということで、これは昨

年の秋にも実際に双葉町のほうにも行ってまいりましたし、帰還困難地域、制限区域の中に

も入ってまいりましたし、次に行くときは伊澤町長と一緒に第一原発の中に入ろうという約

束もしたところであります。 

  そういった意味もありまして、できるだけ原子力に頼らない電力供給が望ましいと私も基

本的には考えておるところであります。 

  しかし、一方で、北海道の胆振東部地震のときには、北海道全体がブラックアウトになる

というようなこともありましたので、このエネルギー政策につきましては、総合的な観点か

ら考えていく必要があるというふうに考えておりまして、これは国政の場で、安全保障であ

りましたり環境問題、経済など総合的に議論が必要であるというふうに考えておるところで

あります。 

  なお、大飯発電所の１、２号機は、最新の安全基準を満たすことが困難であるというよう

なことで廃止になったということでありますし、安全性を優先して取り組まれているものと

いうふうに考えておりますし、町としましては、安全安心確保のために、地域協議会を通じ

てしっかりと要望なり状況の把握に努めてまいりたいというふうに考えておるところであり

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 地域協議会での連携、原子力施設の現状安全対策などの把握、住民

避難訓練の実施、避難計画の確認・検証を行うことを軽視したり、否定するものではありま

せん。訓練や避難計画の確認・検証など、当然必要なことでありますが、万が一事故が起き

た場合に放射能は目に見えません。そのときの風などの気象条件によっても大きく変わりま

すが、川などもあればそれに沿って流れていくことは明らかになっております。 

  京丹波町は、高浜原発の３０キロ圏内には和知の北部地域が、５０キロ圏内には全町がす

っぽり入る地域であります。課題解消のためには、あらゆる機会を通じて原発の廃炉・廃止
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を求めていくべきと考えますが、改めて町長の見解をもう一度伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほど述べさせていただいたとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 具体的には、今国会にも原発ゼロ基本法案が提案もされております

し、原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟などもあります。そういうところにも加わったり、

そういう法案への支持を表明したり、そういう町としての町長として姿勢を発揮させていく

べきだと思いますが、その点については町長の考えはどうなのか、伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） できるだけ原子力に頼らない電力供給を進めていくべきと考えており

ますけども、電力については総合的に国の政策で判断されるべき事項であるというふうに認

識しておるところでございまして、先ほど答弁したとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） よく国の判断ということを言われますが、やっぱり町長は、１万４，

０００人余りの町民の代表でございますので、自治体が福祉の増進、住民の命と暮らしを守

るという立場から発信、また行動もしていただくことを求めておきたいと思います。 

  次に、５つ目の柱である産業振興についてお尋ねをいたします。 

  １つ目に、有害鳥獣対策であります。 

  狩猟者の確保・育成を図るための免許取得支援制度などの取り組みについて、現在、有害

駆除は、猟友会と委託契約を結び、猟友会に委託をしておりますが、委託の方法、駆除員の

任命方法、公金である報償金の支払い方法など、抜本的な見直しが必要と考えます。見直し

の必要はないと考えておられるのか、まず伺っておきたいと思います。 

  また、報償金の支払い方法については、４月から実施をできる状況になっているのかどう

か、あわせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 有害駆除の委託につきましては、被害に応じた柔軟な対応が必要であ

るというふうに考えておりますので、委託の方法でありましたり、駆除員の任命の方法、報

償金の支払い方法などにつきまして、他市町の状況も確認をしながら、最良な方法を検討し

ていきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

  答弁漏れですか。 
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（山田議員の発言あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） どのような根拠で４月から実施をしないのかということなんですか。

予定を４月からして。 

（山田議員の発言あり） 

○町長（太田 昇君） 計画はしておりません。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 有害駆除事業を猟友会に全てをこれまで委託をしておるわけでござ

いますが、今、近隣町の状況なども確認してということでございましたが、駆除員を任命し

ているのは京丹波町でございまして、駆除員への許可書は京丹波町長名で出しておるわけで

ございますから、やはり一人ひとりに直接渡すということが本来あるべき姿ではないかと思

うわけでございますが、そういう考えは１つあるのかどうかというのが１点。 

  ２つ目には、報償金の見直しなんですが、特にイノシシの場合には、ウリボウ、子どもの

場合、これも同じ１頭当たり報償金を１万５，０００円出しておるわけでございますが、や

はりこれは額を見直すべきだと思うんですが、その点についての考えはあるのかどうか。 

  それから、猟友会の瑞穂支部でございますけども、月ごとに有害捕獲審査会が行われて、

カメラのＳＤカード、許可書、個人ごとの捕獲報告書など提出を求めておるわけでございま

すけども、有害駆除に対して必要な書類の提出というのは、有害駆除事業の実施主体である

町に直接提出を求めるのが当然ではないかと思うんですが、その点伺っておきたいと思いま

す。 

  今ありました報償金の支払いについても、公金でございますので、やはり直接駆除員に町

の公金としてそれぞれ個人ごとに振り込むというのは本来のあり方だと思うんですけども、

この点については見直しの考えはないということだと思うんですけど、あわせて伺っておき

たいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） まず、ただいまのご質問にありましたウリボウの関係でござ

いますけれども、ウリボウに対しましても、今のところイノシシと同等ということにさせて

いただいておるところでございまして、やはり成獣となりますと、また被害を加えるという

こともございますので、今後また対策協議会のほうでも議論は出していかなければならない

なというようには考えておるところでございます。 

  また、有害の捕獲の報告の状況でございますけれども、そちらにつきましては、現在、写
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真につきましては、ＳＤカードで個人ごとに集めていただいたものを町のほうに出していた

だいておるということと。あわせて、どこで何頭とったかという報告につきましては、支部

で取りまとめをいただいて出していただいておるというようなことになっております。 

  報償金の支払いにつきましては、先ほど町長の答弁からございましたように、他市町の状

況も把握をしながら最善な方向に向けて検討してまいるということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） もう１点お尋ねしたんですが、いわゆる駆除員の許可書、これも猟

友会を通じて渡されておるわけでございますけども、やはり町長名で出されてるものでござ

いますから、直接駆除員に渡すということが本来のあるべき姿だと思うんですけども、これ

もあわせて隣町等の状況で判断するということなのかどうか、あわせて伺っておきたいとい

うように思います。 

  やっぱり猟友会との契約書を見ますと、５条、６条で許可書の返納、捕獲などの実績報告、

完了分の提出を求めるということになっておりますが、やはり事業主体である駆除事業の主

体は京丹波町でございますので、主体性を持った取り組みが必要だと思うんですけども、そ

の点についての考え方をもう一度伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） 現在のところでございますけれども、猟友会のほうに有害鳥

獣の事業につきまして委託しておるところでございます。そうした中で、許可書のほうにつ

きましては、猟友会のほうからこの方に隊員としてお世話になるということで、うちのほう

に推薦を上げていただいて、その方に有害の許可書をお渡ししておるというような状況とな

っております。その辺につきましても、今後いろんな面で検討の材料にはなってくるかなと

いうようには思っております。 

  以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 以前から、この駆除事業については、いろいろ問題点や支部でのい

ろんなトラブルもあるわけでございますけども、そういう点でいいますと、見直しの時期は

いつを目途に取り組みをしようとされておるのか、伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） 時期につきましては、内容等の検討も他市町の調査等も必要

となってまいりますので、今の時点でいつからということは報告できません。 
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○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） やっぱりこういう公金も扱うものでございますので、やはり早く結

論や方向を示して、できることから改善をしていくということが私は必要だと思いますし、

それが問われていると思いますので、その点を強く申し上げておきたいと思います。 

  次に、担い手育成について伺います。 

  担い手確保については、待ったなしの近々の課題と考えます。農業の担い手はもちろんで

すが、同時に地域や集落の担い手でもあります。 

  施政方針では、多様な担い手を増加させるために、空き家の活用や新たな研修制度の仕組

みの構築を進めるとしております。担い手の確保にはもちろん技術習得や就農も必要ですが、

第一は住むところ、第二は耕作する農地、第三には行政の支援、これが必要と就農者は言っ

ております。多様な担い手を増加させるために、安心して農業ができる環境や体制が必要で

す。新たな研修制度の仕組みとあわせて取り組むべきと考えますが、見解を伺っておきたい

と思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 新たな研修制度の仕組みにつきましては、多くの就農相談がある中で、

農業体験の無い方も多くありますので、そうした状況の中で、集落営農組織でありましたり、

農業法人や農業公社等で体験や研修を行っていただくことで、農業の大変さでありましたり、

京丹波町の良さを知っていただいて、就農につなげていきたいということを目的に実施して

まいりたいというふうに考えております。 

  また、新規就農者の受入に際しましては、地域の支援体制を把握する必要がありますので、

そのために住居でありましたり農地、賃貸ができます農業機械や区の概要などがわかる地域

概要書というようなものを取りまとめて、それで情報提供をいただくような仕組みづくりも

あわせて考えてまいりたいというふうに思っておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） ぜひそういう取り組みを早く進めていただきたいし、すべきだとい

う点も申し上げておきたいと思います。 

  次に、生産振興対策でございます。 

  生産振興対策では、京丹波町産の農産物等の新たな認証制度を本年度から実施し、京丹波

町ブランドの一層の確立を支援していくとしております。小規模農家も取り組めることや水

稲も含めた農産物等も対象にすべきと考えます。新たな認証制度の考え方について伺ってお

きたいと思います。 
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  また、一定の基準をクリアしたものは、認証制度の対象にするということで、規模の拡大、

小規模でもつくることで生産意欲につなげていくという取り組みも必要というように考えま

す。規模拡大や小規模でのものづくりが増えることで、遊休農地の解消などにもつながる取

り組みになると考えますが、あわせて見解を伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 新たな認証制度につきましては、農産物の種類や生産規模は求めずに

広く京丹波町産の農産物をアピールできるような取り組みとして進めてまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 具体的には、取り組みのスタートとか説明、案内ということも当然

必要となると思うんですが、一応目途としては、この認証制度はいつの時点でどういう形で

やろうとしているのか、もう少しわかっておれば伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 栗林農林振興課長。 

○農林振興課長（栗林英治君） 現在ですけども、お願いをしております平成３１年度の予算

におきまして、認証のシールの作製のほうも予算計上させていただいておるところでござい

ます。最終、今、細かなところを詰めておる状況でございまして、平成３１年度、シールの

作製とあわせて事業が実施できるように、できるだけ早くできるように取り組んでまいりた

いと考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） もう１点、生産振興にかかわってお聞きしておきたいと思います。 

  京丹波町の農業振興の大きな役割を果たしておりますＪＡ京都農協が、今年の４月から瑞

穂支店と和知支店にある営農指導や農産物の集荷、生産資材を扱う生産課を廃止して、丹波

支店に統合するということでございました。午前中にもこの問題は谷口議員からも質問があ

りました。生産課の廃止というのは、本町の農業振興、生産振興対策に大きな影響を与える

と思うんですけども、本町としての対策対応については、そのときに農業公社、振興センタ

ーでカバーをしていきたいという答弁がありましたが、本町の農業振興の推進について何も

影響はないと考えておられるのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 午前中の谷口議員のご質問で答弁したとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 谷口議員には、私が申し上げましたように、農業公社とか振興セン
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ターでカバーしていきたいということでございましたけども、京丹波町もですけども、農協

と農業振興については、ＪＡと力を合わせて推進してきておるわけでございます。その中で、

京丹波町も合併しておりますけども、瑞穂と和知の担当がなくなるということは、大きな影

響を及ぼすと思うんですね。その辺については影響ないと考えておられるのか、影響がある

と考えておられるのか、その点についてもう一度伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 当然、その事業の経過として縮小される場合には、それによってでき

るだけの不利益がこうむらないような施策というのはＪＡのサイドで考えられておると思い

ますので、そういった代替手段がこれから実施されますので、今の段階で影響はあるとかな

いとか私が申し上げるようなことではないというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 町長の考え方からすれば、農協の判断でやられることだということ

でございますが、町長ももともとＪＡの出身ということでございますし、選挙でもそういう

点を強調された経過もあるわけでございますけども、農協本来の目的というのは、私が言う

までもなくご承知かと思いますけども、やはり営農指導が中心でございまして、その不採算

部分を共済とか、金融とか、また、販売の利益でカバーをして、そして営農指導というのを

基本に進めてきたというのが本来農協のこれまでの経過だったと思うんですね。経済性だけ

を考えるということであれば、そういう農業協同組合というのはなかったわけでございます

ので、ご承知のように、農協というのは、１人は万人のために、万人は１人のためにという

精神でこれまでやられてきたわけでございます。こういうことで一方的にどんどん進められ

るということになれば、もちろん町の農業振興の上においても大きな影響もあると思います

し、農家にとっても大きな不安になるし、指導が抜けてくるということになります。 

  実際、農協が合併するときに、支所に営農指導については十分専門家も配置するというこ

とを私も聞きました。現実としては、やはりそういうことにはなってないというのは明らか

でございますし、やはりそういう面で農協に対して、町長として、１万４，２００人の代表

でございますので、そういうことについての申し出とかを言うべきだと思うんですけども、

そういう考えはないのか、伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ですので、先ほど来申し上げてますとおり、そういった支店を閉鎖す

ることによる不利益が生じないような代替策が講じられるというふうに私は、その詳細まで

は理解しておりませんけども、思っておりますので、それが実施されていない段階でどうの
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こうのということは、私の口から申し上げられないというふうに申し上げておるところであ

ります。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 当然そういうことだと思うんですけども、そうであれば、やっぱり

農協の考え方とかそういうものをしっかり聞く、そういう町長としての責任も私はあるので

はないかと思うんです。やはりそういうことを聞いて町で対応すべきこと、また、農協に要

請すべきこと。そういう立場に立つべきだと思うんですけども、そういう考えはないのかど

うか、伺っておきたいと思います。このまま行けば、農家の方は、農協というのをとってほ

しいということさえ言われております。まさしく、そら、商社であれば、利益優先でやると

いうことになると思うんですけども、農協の精神からすれば、違うのではないかというのは

今農家の声でもありますので、改めて町長の見解を伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 議員は、そういうことによって、直ちに影響が出るというふうにもう

決めつけかかってお話しておられますけども、それでどういった代替策が実施されるかによ

って、町民の人の中からそういう影響があるのであれば、対応は考えていきたいというふう

に考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私が申し上げたいのは、町長自身が１万４，２００人の代表として、

やっぱり公人でございますので、ＪＡに対してやっぱり確認をすべきだと、考え方とか対応

について、その上で、やはり町としての対応策も考えると。また、農協にも申し出をすると。

こういうことが本来あるべき町長の立場だと思うんですけども、その点についてもう一度町

長に伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 何回も回答をさせていただいておりますとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） ということは、そういうことを農協に聞く意思もないし、考えもな

いということだと思うんですね。それならば、ちゃんと農協に対して、この４月から廃止を

するということをはっきりされておりますし、先ほど谷口議員からも午前中にあったように、

この３月１６日が文書が組合に配られるということでございますので、やはりそういう立場

からすれば、町長としても、やっぱり農協に今後の対応なども確認していくことも、農業振

興にも大きく影響するのではないかと思うんですけども、あくまでもそういうことではなし
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に、結果を見て判断するということなのかどうか、もう一度伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ですので、何回も申しますとおり、ＪＡとして、事業としてやられて

おるわけですから、廃止になる理由というのはそれぞれにあると思いますし、事業量の縮小

等もあると思います。そういう中でどのようにカバーされるか、ＪＡではカバーする方法を

考えておられると思いますので、議員のようにどんな影響が出るのかもっと具体的にお話を

いただけたらと思うんですけど、出るはずであるというような予断をもってＪＡとどういう

交渉をするのかというのは、よく私も理解できないところでありまして、そういう影響が出

ないように、私はしっかり見守っては行きたいというふうには考えておるところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） いえ、私は、合併の経過からそういうことを申し上げただけでござ

いますけども、今、町長が言われるように、瑞穂と和知の支所で生産課を廃止すると。どう

いう影響、対応策を当然されるだろうと。こういうことを言われるから、そういう対応策に

ついて、町長として、農協に対してどういう対応を考えておられるのか、やっぱり確認する

必要があるのではないかと。それで、４月から町も対応を考えないといけないと思うので、

当然、そういう立場に立てば、町長として、農協に対して聞くべきではないかということを、

対応策をですよ。そういうことをお尋ねしたので、何も具体的に出てるからどうこうという

ことではなしに、農協が瑞穂と和知の支所の生産課を廃止することによって、それのカバー

をされるだろうということでございましたので、その対応はどういうような農協の考え方、

対応策を確認しておく、聞くというのは当然やるべき町長としての仕事だということでお尋

ねをしているので、もう一度伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 何回もお答えしておりますとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 町長も、先日の答弁で、政治団体に籍を置いておるということでご

ざいましたけども、平成３１年１月の泰山会だよりナンバー１には、ＪＡグループと農協、

町長の所属する政治団体との共催で新春交換会の案内もありました。誰が見ても一体と考え

るわけでございます。実際、演説会のことを聞いても、通常、会場を農協は貸しません。町

長の所属する政治団体は自由にですね、使用されておるわけでございますから。そういう関

係から言うても、やっぱりきちっと町長として私は対応策を聞くべきだと。確認して、そし

て町としてどうするかということを考えるべきだということを申し上げて、次の質問に入り
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ます。 

  第２点目に、丹波地域開発株式会社の問題についてお尋ねしておきたいと思います。 

  丹波地域開発株式会社への公金投入後の運営は、順調に行っているということを言われま

すが、本当にそうなのかと住民の声もあります。昨年には、丹波マーケス内の店舗が撤退を

されました。公金が投入をされてから既に２店舗が撤退をされております。公金投入時の審

議の中で示された資料を見てみますと、経営支援によるほうが集客数が年間１５５万８，０

００人で売上も年間２０億７，９００万円に上ると。こういう大きな波及効果があるという

ことを説明受けました。波及効果を検証した報告はこれまで何もありません。事業報告を見

ますと、集客数では、平成２５年度の来客数の７４．８％が平成２９年度の実績となってお

ります。また、売上についても、平成２５年度の１９億９，８００万円が、平成２９年度実

績では、８４％になっております。経営支援の経過がどうなったのか、検証が必要なことは、

公金を投入した行政の責任だと思います。６億７００万円の公金投入の波及効果の検証を強

く求めておきたいと思います。 

  こうした実績から見ても、丹波マーケスを運営する丹波地域開発株式会社の運営が順調と

は言えないことは明らかです。 

  そこで、お聞きをいたします。 

  丹波マーケスを運営する丹波地域開発株式会社の経営実態について、京都府中小企業総合

センターや京都府の外郭団体である京都産業２１が平成１５年から平成２６年までに商店街

整備等支援事業診断を行ってきました。その診断助言報告会の資料で、平成２６年１０月９

日付の配付資料を見ると、資料の８ページでは、③として、丹波地域開発株式会社の収入の

約３分の２がサンダイコー株式会社及びその関連会社からの収入である。丹波地域開発株式

会社の事業状況がサンダイコー株式会社の事業状況に大きく左右される関係にあることは明

白である。一体になって業績改善に取り組むことが望ましいと指摘をしております。また、

平成２５年の改善策として、土地の売却の予定まで記載をされております。京都産業２１の

事業診断事後、助言報告でサンダイコー株式会社の経営情報は、地域購買力の低下により、

決して楽観できる状況ではなくなってきている。サンダイコー株式会社の経営改善の情報や

一体となって業績改善に取り組むことが望ましいとしております。 

  この指導と指摘から、公金投入の判断が大きく動いたと思います。この点から、丹波地域

開発株式会社への公金投入の公益性が問われると考えますが、町長の見解を伺っておきたい

と思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 
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○町長（太田 昇君） 平成１５年から毎年行われました丹波地域開発株式会社の経営診断報

告会の配付資料というのは、診断にあたりました中小企業診断士等が専門的な見地から判断

をし、記載をされた客観的な指導意見であるというふうに認識をしておるところでありまし

て、補助金交付の公益性についても問題ないというふうな判断であったかというふうに思っ

ております。 

  経営診断事後報告会は、専門家からの指導や助言、それに対して会社が行った実施項目や

改善方法等について確認をしたところでありまして、ご指摘のとおり、場所は私の会社であ

りますので、その場所を大きく借りているところの経営に大きく判断されるというのは、会

社がどこであってもそういうことではないかというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） ということは、私が申し上げたのは、公金投入の大きな判断の基準

になったのではないかということからすれば、本当に公益性というのは問われるのではない

かということをお尋ねしたんですが、その点については、これまでから言われておる買い物

弱者とかそういうことなのか、この部分だけ見れば、相当大きなインパクトがあると思うん

ですけども、その点についての町長の見解、もう一度伺っておきたいというように思います。 

  やっぱりそういう面では、この報告書の内容について、当然、検証もされたということだ

と思うんですけども、やはりこういう内容から見れば、町民が本当に納得できるかというよ

うに思うわけでございますけども、改めて町長の当時の公約を見ておりますと、弁護士によ

る調査委員会を設置して、結果の公開と厳正な対処ということを述べられております。こう

いう立場からして、本当にこの事業診断の中身を当然検証されたと思うんですけども、あえ

てそういうことについてはどういうような見解を持っておられたのか、あわせて伺っておき

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほどの答弁の中で申し上げたかもしれませんが、丹波マーケスは町

内唯一の商業集積施設として、町民の皆さんの日々の買い物や暮らしを支えるということで、

地域活性化の面でも重要な施設であるということで、その当時の判断がされたというふうに

は認識しておるところでありまして、また、６億円の公金投入の経過についても、私は全く

何の問題もなかったというようなことは申し上げたつもりはございませんで、やはりきちっ

と町民の方に説明をして、それから急に補正予算で出すような事案ではなかったというふう

には思っておるところでありまして、町民にしっかりと説明をしてから決定すべきものであ

ったというふうには考えておるところでありまして、そういう意味で、タウンミーティング
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を開いて、町民の皆さんに一切説明はされていなかったものの説明を昨年させていただいた

ということでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） これまで言われているとおりでございますけども、今、私が申し上

げておきたかったのは、こういう事業診断について、町長は、それぞれ平成１５年から平成

２６年の部分を当然目を通されて、丹波地域開発株式会社の経営実態というのは、当然、そ

れによって専門家による指摘もあるわけでございますし、指導もあります。そういうことが

着実に実行されてきたのか。その上に立って公金投入の判断がされたのかという点を、やは

り町長としての責任もあると思うんですけども、その点についてはどういうように判断、ま

た、検証をされてきたのか、もう一度伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 平成１５年からの経営診断の中身を踏まえて、当時判断がされたもの

というふうに理解をしておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 当時は、当然当事者でございますので、前寺尾町長が判断されたと

いうのは当然だと思うんですけども、新たに太田町長はどう判断されたのかと。そういうよ

うに伺っておるので、町長としての経営診断を熟読、検証された考え方はどうなのか、伺っ

ておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ですので、前町長がどうのこうのではなしに、私がそのときに判断し

たわけでございませんので、そのときのそのことも踏まえて、議会で町長が提案して議会で

承認されたというふうに理解しておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 町長の公約に基づいた対応が必要だということも申し上げておきた

いと思います。 

  ２つ目に、ご承知のように、丹波マーケスを管理運営する丹波地域開発株式会社への６億

７００万円の公金投入は違法であると。町民が訴えた裁判は、いよいよ最終段階に入ってお

ります。判決が出された場合、その内容について受け入れをされるということなのかどうか、

見解を伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 判決が出た場合ということでありますので、仮定の話でありますので、
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判決を見てその後の判断をしていくということであります。議員は、どうされるんですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私に対して質問で、私は町長に質問しているのでね。そら、原告団

として、当然の訴えが通らなかったら、引き続いてやるというのは当たり前の基準だと思う

んですけども、それ以上のことは申し上げることはございません。 

  ３点目に、健康の里づくりについてお尋ねしておきたいと思います。 

  町長が掲げられております健康の里づくりの１つとして、無料・低額診療事業に取り組む

考えはないのか伺うものであります。 

  社会福祉法第２条第３項第９号で、生活困窮者のために無料または低額な料金で診療を行

う事業と定められておるものであります。経済的な理由によって必要な医療を受ける権利や

機会が制限されることがないようにするためのものであります。低い年金、高い医療、介護

保険などのぎりぎりの生活実態でございます。生活に困った場合、食料と医療費を削るしか

ないと言われております。若い方や子育て世代でも収入を得るためには働くことを優先しま

す。お金の心配なく病院に通院できる。入院することができることが必要と考えるわけであ

ります。第２種社会福祉事業として、京丹波町病院でも無料・低額診療事業実施する考えは

ないのか、伺っておきたいと思います。 

  また、美山診療所が実施している無料送迎についても取り組む必要があると考えるわけで

ございますが、その考え方を伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 今もありましたとおり、この事業については、医療が必要にもかかわ

らず、生計困難のために医療費の支払いが困難な方に対して、無料または低額な料金で診療

を行う第２種社会福祉事業として位置づけられておるところでありまして、現在のところは、

生活困難のために無料・低額診療を実施するという考えはございません。 

  町立医療機関では、患者様の経済的困窮の有無にかかわらず、全ての患者様を積極的に受

け入れさせていただいておるところでありまして、その中で、経済的に困窮されておる患者

様がおられましたら、高額療養費でありましたり、生活保護をはじめとする各種制度をご案

内しておりますほか、医療機関としても診療費の支払い方法の分割払い等の要望にもお応え

するものとして、患者様に寄り添った対応をしてまいりたいというふうに考えておるところ

であります。 

  また、無料送迎につきましては、町営バスを利用して通院されている患者さんとの公平性

などの観点から、現在のところ実施は考えておらないところでございますし、一般の交通機
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関を利用することが困難な高齢者等の方に対しましては、外出支援サービスの実施しておる

ところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 無料・低額診療事業を実施しておる病院というのは、医療法人など

がやっております。聞いておりますと、固定資産税等が減免されるとかそういう優遇措置が

あるということで、府下でも取り組んでおる病院があるわけでございますが、そういう点か

らいいますと、町立病院では、固定資産税というのはかかっておりませんので、メリットと

してはないわけでありますが、町民にとっては大きなメリットがあるというように思うわけ

でございます。そういう面では、今もありましたけども、支払い困難とか、低所得の方とか、

そういうようなことへのいろんな紹介もあったわけでございますけども、やはり病院として

患者を確保していく、また、経営的な面から医療費の減免制度、そういうものも実施をして

いる病院もあるわけでございますけども、公立の病院として、また、町長が掲げられる健康

の里づくりのそういう立場からも、減免措置などを取り入れて安心して医療にかかれるよう

なそういう取り組みをしていくべきではないかと思うんですけども、その点についてはどう

なのか、伺っておきたいと思います。 

  町長が施政方針で、可能な限りさまざまな分野にチャレンジということを述べておられま

す。この医療費の問題についても、そういうような考え方はないのかどうか。また、検討す

る余地も全くないという考えなのか、あわせて伺っておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 町立病院の患者さんの受け入れ及び経済的困窮者の対応につきまして

は、先ほど答弁させていただいたとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 美山診療所が無料の送迎をしているということで、状況をお尋ねし

ました。無料というのは、当然、バスの費用もかかるわけでございますけども、患者さんが

来ていただくことによって、医師の技術料とかそういうものが当然収入になるということで

プラスになるんだと。こういうことで取り組んでいるということも聞きました。そういうよ

うに、ただ単の一面だけ見れば、町営バスということもありますけども、直接病院に患者を

運ぶということは、病院にとっても大きなプラスになるということもあります。そういうこ

とも含めて、私はいろんな角度から考えていくということが町長が施政方針で述べておる、

可能な限りさまざまな分野にチャレンジということにもつながると思うんですけども、改め

てその点について伺っておきたいと思います。 
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○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 病院の設置者として、また、町政の最高責任者として、一面ではなく、

総合的に考えて検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

  これで、山田均君の一般質問を終わります。 

  これより、午後２時１５分まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時１５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  ただいまから上程になります日程第４、議案第３１号 平成３０年度京丹波町一般会計補

正予算（第６号）から、日程第１６、議案第４３号 平成３０年度京丹波町水道事業会計補

正予算（第３号）までの議案につきましては、本日は、提案理由の説明のみとし、質疑、討

論、採決は後日の日程としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

 

《日程第４、議案第３１号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第６号）～日程第１６、

議案第４３号 平成３０年度京丹波町水道事業会計補正予算（第３号）》 

○議長（篠塚信太郎君） これより日程第４、議案第３１号 平成３０年度京丹波町一般会計

補正予算（第６号）から、日程第１６、議案第４３号 平成３０年度京丹波町水道事業会計

補正予算（第３号）までを一括議題とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） 今期定例会の開会以来、議員各位には、熱心にご審議をいただいてお

りますことに厚く御礼を申し上げます。 

  それでは、本日、追加提案をさせていただきます議案につきまして、その概要を説明させ

ていただきます。 

  議案第３１号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第６号）につきましては、補正

前の額１２１億８，８３６万３，０００円から３億３，３２５万８，０００円を減額し、補

正後の額を１１８億５，５１０万５，０００円とすることをお願いいたしております。年度
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末を迎え、決算見込みによる精査を行い編成したものであります。 

  主な増額を要する内容といたしましては、民生費では、心身障害者医療事業で給付実績に

基づく不足分３３２万９，０００円、農林水産業費では、畜産競争力強化整備事業で畜産経

営における生産コスト低減化等の施設整備に対する補助金２，１９２万８，０００円、災害

復旧費では、林道災害復旧事業で災害査定に基づく事業費の確定等による必要額３，３３８

万９，０００円などを追加しております。 

  そのほか各費目につきまして、最終的な見通しにより精査を行うものであります。 

  歳入につきましては、決算見込みに基づく精査を行い、町税全体で５，９１７万７，００

０円の増、自動車取得税交付金で６５０万円の増、地方交付税で５７２万円の増、土木費国

庫補助金の社会資本整備総合交付金で１，５０４万３，０００円の増、みらい戦略一括交付

金で４，０００万円の増、畜産競争力強化整備事業補助金で２，１９２万８，０００円の増、

このほか事業費の精査により、関連する特定財源を見込み計上したものであります。 

  また、繰越明許費として、道路新設改良事業や河川等災害復旧事業等、事業の進捗状況か

ら１２億６，９６５万７，０００円の計上をお願いしております。 

  今後とも速やかな事業の推進に努める所存でありますので、ご理解賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

  議案第３２号 平成３０年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、補正前の額１９億８，５２８万１，０００円に１，０６１万２，０００円を追

加し、補正後の額を１９億９，５８９万３，０００円とすることをお願いしております。国

民健康保険税、特別調整交付金、保険事業費等の精査による基金積立金の増額を行うもので

ございます。 

  議案第３３号 平成３０年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、補正後の額２億３，４１１万９，０００円から１４１万６，０００円を減額し、

補正後の額を２億３，２７０万３，０００円とすることをお願いしております。保険料収納

実績見込みに基づき京都府後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料等負担金の減額等を行

うものでございます。 

  議案第３４号 平成３０年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につきま

しては、事業勘定で、補正前の額２２億１，５４９万３，０００円から３，５５６万１，０

００円を減額し、補正後の額を２１億７，９９３万２，０００円とすることをお願いしてお

ります。介護サービス事業費等の精査を行うものであります。 

  議案第３５号 平成３０年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまし
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ては、補正前の額９億５，７６０万円から７５０万円を減額し、補正後の額を９億５，０１

０万円とするものであります。農業集落排水施設管理事業、公共下水道施設整備事業及び公

共下水道施設管理事業において、事業実績に基づく減額などの精査を行うものであります。 

  また、繰越明許費として、農業集落排水施設整備事業で、蒲生処理場機能強化に係る実施

設計業務の進捗状況から５００万１，０００円の計上をお願いしております。 

  議案第３６号 平成３０年度京丹波町育英資金給付事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、補正前の額５６５万６，０００円から１３５万１，０００円を減額し、補正後

の額を４３０万５，０００円とするものであります。育英給付金の確定により減額するもの

であります。 

  議案第３７号 平成３０年度京丹波町須知財産区特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、補正前の額１２２万５，０００円に８万９，０００円を追加し、補正後の額を１３１

万４，０００円とするものであります。 

  議案第３８号 平成３０年度京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、補正前の額１，４５０万円に２７４万６，０００円を追加し、補正後の額を１，７２

４万６，０００円とするものであります。 

  議案第３９号 平成３０年度京丹波町梅田財産区特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、補正前の額７３４万円から２２万１，０００円を減額し、補正後の額を７１１万９，

０００円とするものであります。 

  議案第４０号 平成３０年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、補正前の額３６０万４，０００円から６５万５，０００円を減額し、補正後の額を

２９４万９，０００円とするものであります。 

  議案第４１号 平成３０年度京丹波町質美財産区特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、補正前の額３４０万円に８４万８，０００円を追加し、補正後の額を４２４万８，０

００円とするものであります。 

  各財産区とも、財産収入等の精査及び財産管理経費等の補正を行うものであります。 

  議案第４２号 平成３０年度国保京丹波町病院事業会計補正予算（第２号）では、収益的

収支からそれぞれ５０万円を減額し、補正後の額を１０億２，３９０万円とすること及び資

本的収入から２７万円を減額し、補正後の額を１億１，１５４万円とすることをお願いして

おります。収益的支出では、京丹波町病院及び和知診療所における人件費及び和知歯科診療

所における医薬材料費等の精査を行うものであります。また、資本的収入では、和知歯科診

療所において国保会計補助金の減額を行うものであります。 
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  議案第４３号 平成３０年度京丹波町水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、

収益的支出に１７０万円を追加し、補正後の額を１４億５，３９０万円とするもの及び資本

的収入から３，１６０万円を減額し、補正後の額を２億１，６１５万円に、資本的支出から

２，７９５万８，０００円を減額し、補正後の額を７億５，７９２万２，０００円とするこ

とをお願いしております。収益的支出では、事業費用としてダム管理負担金の増額を行うも

のであります。また、資本的支出では、配水管測量設計業務委託料等の精査を行うものであ

ります。また、資本的支出の建設改良費で高岡地区ほか管路更新工事に７，４５９万円の繰

り越しを行うこととしております。 

  以上、今回追加させていただきます議案の説明とさせていただきます。ご審議賜りまして、

原案にご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 補足説明を担当課長に求めます。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） それでは、議案第３１号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予

算（第６号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算につきましては、ただいまの町長の提案理由説明にもありましたように、

既定の歳入歳出予算から３億３，３２５万８，０００円を減額し、補正後の額を１１８億５，

５１０万５，０００円とすることをお願いするものでございます。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、第１表につきましては、後ほど事項別明細

書により説明をさせていただきます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第２表繰越明許費でございます。総額につきましては、１８事業で１２億６，９６５万７，

０００円となっております。資料としまして、別に繰越計算書をお手元のほうにお配りして

おりますので、そちらのほうでご確認をいただきたいと思います。 

  繰越理由等一覧表には、一般会計分、それから特別会計分及び企業会計分の全てを計上し

ておりますので、それぞれの会計でご確認をいただきたいと存じます。 

  なお、表の右上に会計名を記載しておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  一般会計につきましては、資料の１ページから４ページまでとなっております。また、全

会計合計で２０事業、１３億４，９２４万８，０００円となっております。 

  繰越事業の主なものといたしましては、１ページ上から２つ目でございますが、新庁舎整

備事業で９，８７８万３，０００円の繰り越しをお願いしております。新庁舎設計業務防火

水槽設置工事、治水に係る実施設計業務、備蓄倉庫３棟、木材調達などでありまして、設計
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にあたりまして関係機関との協議等に時間を要したものでございます。 

  同じく下から２つ目でございます。鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業で、３，９３

０万１，０００円の繰り越しをお願いしております。跡地活用としまして、映画等ロケ地倉

庫を建設しておりますが、その第３期工事としまして、倉庫の電気設備や屋外排水工事及び

水道管布設工事などを予定をしておりますが、第２期工事の施工中に台風２４号によりまし

て、施設の一部が破損をしたこと等から、第３期工事の着手がおくれたものでございます。 

  その下の畜産競争力強化整備事業で、１億２，５４５万４，０００円の繰り越しをお願い

しております。畜産・酪農収益力強化促進特別対策事業補助金でありまして、町内で畜産事

業を行う日吉ファームさんの施設整備に対します補助金事業で、国の補正予算による事業決

定を受けたことから、年度内の事業完成が見込めないものでございます。 

  次に、２ページから４ページにかけまして、道路新設改良工事でございます。全体で３億

３，７１８万３，０００円の繰り越しをお願いしております。それぞれ地元調整や、あるい

は関係機関との工事調整に時間を要したことから、年度内の完成が見込めないということで

繰り越しをお願いするものでございます。 

  ４ページ中ほどでございます。農地農業用施設災害復旧事業では、１億９８１万６，００

０円の繰り越しをお願いしております。昨年の７月豪雨によります災害復旧事業で、土地改

良事業として所定の法手続及び議会の承認を得る必要があったことから、年度内完成が見込

めないものでございます。 

  同じく林道災害復旧事業では、１億６，０１６万９，０００円の繰り越しをお願いしてお

ります。同じく７月豪雨及び台風２４号によります災害復旧事業でありまして、災害箇所数

も多く、また、年度途中であることから、年度内完成が見込めないものでございます。 

  最後に、４ページ下段の河川等災害復旧事業で３億５，４４５万１，０００円の繰り越し

をお願いしております。補助事業の町道１６件、河川４０件の合計５６件、単独事業が３０

件、災害関連合併施工が２件で、いずれも地元調整等に時間を要したことから、年度内の完

成が見込めないものでございます。 

  簡単ではございますが、以上で繰越明許費の説明を終わらせていただきます。 

  次に、予算書に戻っていただきまして、１０ページの第３表地方債補正でございます。 

  目的別の補正内容につきましては、後ほど事項別明細書の２３ページから町債のところで

ご確認をいただきたいと存じます。 

  まず、合併特例事業債でありますが、減額の１億４，０７０万円としております。新庁舎

整備事業におきまして造成工事を予定しておりましたが、計画内容の見直しによりまして、
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地下貯水槽の整備とあわせて行うことにしたため、次年度の事業費に組み込んだことから、

今回減額させていただくものでございます。 

  このほか、農林水産業費のため池改修事業では、事業費の減額に伴うもの。また、土木費

の町営住宅除却事業では、工事の実施年度の変更に伴う減額などとなっております。 

  次に、過疎対策事業債におきましては、２，８７０万円を今回減額させていただいており

ます。過疎地域自立促進特別事業ソフト分や、道路改良事業などで事業費の減額に伴うもの

でございます。 

  １１ページに入りまして、緊急防災・減災事業におきましては、道路改良事業費の増額に

より８０万円の増となっております。 

  次に、一般会計出資債では、水道事業会計におけます資本的支出の建設改良費の減額によ

りまして８１０万円の減となってございます。 

  １２ページに入りまして、災害復旧事業でございます。公共土木施設災害復旧事業、農地

農業用施設災害復旧事業、林業施設災害復旧事業におきまして、事業費の精査によりまして、

１，２８０万円の増となっております。発行額総額で、今回、１億６，３９０万円の減とし

ておりまして、減額後の予算額は１２億３，５５０万円となっております。このうち約７９．

３％の９億８，０１７万円が交付税算入をいただける地方債となるところでございます。 

  次に、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の４ページをお願いいたします。 

  歳入の町税でございますが、個人町民税の個人所得割におきまして、収入見込み等から１，

３８４万５，０００円の減額、法人住民税の法人税割におきまして、収入見込み等から７９

８万４，０００円の減額などによりまして、町民税の決算見込みで２，２９８万８，０００

円の増額、固定資産税の償却資産では、太陽光発電と企業の設備投資の増加などにより、固

定資産税の決算見込みで８，５６７万１，０００円の増などとなっております。 

  ５ページのたばこ税におきましては、販売本数等の減少によりまして、５８９万７，００

０円の減としております。 

  ５ページから６ページにかけましては、各種交付金でございます。 

  ６ページの地方消費税交付金では額が確定をしておりまして、１００万円の減となってお

ります。それ以外につきましては、京都府の推計資料に基づく決算見込みによりまして補正

をさせていただいたものでございます。 

  次に、７ページの地方交付税におきましては、普通交付税で保留となっておりました調整

分が交付されることとなりましたので、今回、５７２万円の増額をお願いしております。 

  以下、分担金、負担金、使用料等の特定財源につきましては、実績見込みによる精査でご
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ざいます。 

  次に、１１ページの１４款、国庫支出金、２目、国庫補助金、５目の土木費国庫補助金、

社会資本整備総合交付金では、道路新設改良事業への交付率の引き上げに伴いまして、１，

５０４万３，０００円の増額としております。 

  次に、１３ページの１５款、府支出金、２項、府補助金、１目、総務費府補助金、みらい

戦略一括交付金としまして、４，０００万円計上をしております。市町村が住民ニーズを踏

まえ、戦略的かつ自立的に取り組む事業に対して交付をされるものでございます。本町では、

有害鳥獣対策事業、道路橋梁費維持管理事業など７事業に充当しております。 

  次に、１５ページの４目、農林水産業費府補助金では、各種補助事業におきまして、事業

の生産見込み等により精査を行っておりまして、総額で９万５，０００円の増額となってお

ります。 

  １８ページ、８目の災害復旧費府補助金では、補助災害対象事業の確定によりまして、４

４４万８，０００円の増額としております。 

  このほかの国・府補助金等につきましても、事業実績見込み等によりまして、精査をした

ものでございます。 

  次に、２０ページ中ほどの１６款、財産収入、１目、不動産売払収入、１節、土地売払収

入では、和知地区の分譲住宅地の未売却分１区画分の１７６万円を減額しております。 

  １７款、寄附金、２節、総務費寄附金のふるさと応援寄附金では、収入実績等から１，２

００万円を減額しております。 

  次に、２１ページ、１８款、繰入金、２項、基金繰入金、２目、財政調整基金繰入金では、

財源調整により２億６，１２０万２，０００円を減じております。補正後の繰入額は、８億

９，０８２万２，０００円となりまして、平成３０年度末の基金残高は、１１億５，７９５

万８，０００円と見込んでおります。 

  次に、５目、ふるさと応援寄附金基金繰入金では、平成２９年度にいただきました寄附金

を平成３０年度に全額取り崩して、寄附目的にあった事業に充当するものでありまして、寄

附金実績に基づき１９８万７，０００円の減額するものでございます。 

  次に、２０款、諸収入、１項、延滞金加算金及び過料、１目、延滞金では、町税延滞金と

して収入実績により、２，３８９万９，０００円の増額としております。 

  以上、簡単でございますが、収入の説明とさせていただきます。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、２６ページからの歳出でございます。 

  重立ったものについて説明をいたします。 
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  まず、２６ページからの各費目の人件費におきましては、精査による増減を行っておりま

す。 

  ２７ページ、２款、総務費、５目、財産管理費の事業項目下段の新庁舎整備事業では、歳

入の地方債で説明しましたように、造成工事を予定しておりましたが、計画内容の見直し等

によりまして、地下貯水槽の整備とあわせて行うことに変更し、次年度の事業費に組み込ん

だことから減額するものでございまして、総額で１億１，４００万円を減額しております。 

  ３２ページ、３款、民生費、１目、社会福祉総務費、事業項下段の介護福祉士育成修学資

金貸付事業では、申請実績がなかったことから３００万円全額を減じております。 

  ３３ページ、３目、障害者福祉費の事業項目、心身障害者医療事業では、実績に基づく不

足分として、２０節、扶助費で医療給付費に３３２万９，０００円を計上しております。 

  ４目、老人福祉費、事業項目中ほどの介護保険事業特別会計繰出事業では、介護給付費分、

事務費分などの精査に伴う繰出金とし、３４ページの２８節、繰出金で３７４万３，０００

円を減額しております。 

  ３５ページ、２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務費の事業項目の１つ目、子育て応援

助成事業では、子育て世帯の住宅リフォーム支援事業補助金として、事業実績見込みにより

２００万円を減額しております。 

  このほか各事業におきましても、事業実績見込み等によりまして、増減を行ったものでご

ざいます。 

  ４０ページ、６款、農林水産業費、１項、農業費、３目、農業振興費の事業項目の３つ目、

農業公社運営補助事業では、丹波・瑞穂の現公社の公益目的取得財産残額の確定時期が翌年

度になることから、４１ページ２４節の投資及び出資金で、平成３０年度での出資金１，１

４０万円を減額するものでございます。 

  このほか各事業におきまして、事業実績見込みにより減額し、農業振興費全体で３，２２

９万９，０００円の減額となっております。 

  次に、４２ページ、４目、畜産業費、事業項目下段の畜産競争力強化整備事業では、町内

で畜産事業を行います日吉ファームの施設整備に対します補助金で、国の補正予算による事

業決定を受けたことから２，１９２万８，０００円を増額するものでございます。 

  ４５ページ、７款、商工費、３目、観光費の下から２つ目の京丹波味夢の里管理運営事業

では、道の駅「京丹波 味夢の里」のホテル建設に伴い整備工事において交付を受けた国庫

補助金の一部返還を行うもので、協議が整ったことから４６ページ、２３節の償還金利子及

び割引料で国・府支出金返還金として１，１７５万８，０００円を減額するものでございま
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す。 

○議長（篠塚信太郎君） 補足説明の途中ではありますが、ここで暫時休憩いたします。 

  ここで、平成２３年３月１１日、午後２時４６分に発生しました東日本大震災から８年を

迎えるにあたり、多くの尊い犠牲者の方々への追悼の意を表するため、黙禱をささげます皆

さんご起立ください。 

  黙禱 

休憩 午後 ２時４５分 

再開 午後 ２時４７分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） それでは、引き続きまして、一般会計補正予算（第６号）、歳出

の部分の補足説明を申し上げます。 

  ４８ページでございます。 

  ８款、土木費、６項、住宅費、１目、住宅管理費の事業項目１つ目の町営住宅維持管理事

業におきましては、町営住宅篠原団地の老朽化に伴います除却工事におきまして、事業実施

を翌年度に変更したことから、１５節、工事請負費において、９８７万３，０００円を減額

をするものでございます。事業項目の木造住宅耐震改修事業では、耐震改修補助金の事業費

の確定により、５１０万円の減額するものでございます。 

  ５０ページ１０款、教育費、１項、教育総務費、２目、事務局費の事業項目上から２つ目

の認定こども園開設準備事業では、基本設計業務委託料等の実績見込みによりまして、事業

費で３１６万６，０００の減額となっております。 

  最後に、５６ページ、１１款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費では、対象施

設の確定により測量設計業務委託料などで４９２万円の減額、２目、林業施設災害復旧事業

費では、災害査定の確定により補助対象外となった工事や附帯工事など、今回の補助災害復

旧工事と同時施工の必要がある事業費としまして、３，３３８万９，０００円の増額するこ

ととしております。 

  ５７ページの２項、公共土木施設災害復旧事業費では、設計業務委託費の確定などで４０

０万円の減額としております。 

  以上、簡単でございますが、議案第３１号 平成３０年度京丹波町一般会計補正予算（第

６号）の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 
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○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第３２号 平成３０年度京丹波町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）について、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、町長の提案説明にもありましたように、補正前の予算総額から歳入歳出そ

れぞれ１，０６１万２，０００円を増額し、補正後の額を１９億９，５８９万３，０００円

とさせていただくものでございます。 

  それでは、最初に、歳出の主なものにつきまして、ご説明をさせていただきます。 

  事項別明細書６ページをお願いいたします。 

  まず、１款、総務費、一般管理費の国保運営事務におきましては、２年に１回の被保険者

証更新の印刷製本費を精査し、２０万円を減額するものでございます。 

  運営協議会費につきましては、会議録作成委託料の精査によりまして、１０万円を減額す

るものでございます。 

  次に、最下段、７ページにかけての５款、保健事業費の１目、疾病予防費につきましては、

人間ドック助成金の精査により、当初見込みの２０８人から１３人減の１９５人を見込んだ

４４万６，０００円の減額と。また、一般会計で実施しています保健事業に対しまして、

国・府より交付されている特別調整交付金を財源として、一般会計へ繰り出しているもので

ございますが、がん検診等に係ります健康増進事業で３８万５，０００円減額、健康づくり

を推進する地域活動等への繰出金で１１万８，０００円の減額、合計で９４万９，０００円

を減額するものでございます。 

  次に、２項、特定健康診査等事業費でございますが、個別健診等委託料の精査及び国保被

保険者に係る特定健診等の経費を一般会計繰出金として支出するもので、支出見込額に基づ

く減額と合わせまして３５５万９，０００円を減額するものでございます。 

  ６款、基金積立金につきましては、歳入余剰金１，４１０万７，０００円を増額計上。 

  また、最下段、８款、諸支出金の１目、直営診療施設繰出金におきまして、和知診療所及

び和知歯科診療所等に対するへき地直営診療所運営費の繰出金といたしまして、合計１３１

万３，０００円を増額計上するものでございます。 

  次に、歳入につきまして、ご説明を申し上げます。 

  ページ戻っていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  １款、国民健康保険税でございますが、一般被保険者分全体といたしまして４８９万９，

０００円の増額、退職被保険者分といたしましては５６万円の減額となる見込みでございま

す。 

  次に、４ページ、３款、府支出金、保険給付費等交付金の特別調整交付金市町村分につき
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ましては、歳出で説明申し上げました和知歯科診療所等へとへき地直営診療所運営費等に対

する交付金を主なものといたしまして、１９８万６，０００円を増額計上しております。 

  府繰入金２号分につきましては、昨年度までの府の財政調整交付金で、事業評価分として

レセプト点検等に積極的に取り組んでいる保険者に対しまして交付されるもので、１８６万

７，０００円増額計上しております。 

  その下の特定健康診査等負担金については、昨年度の特定健診受診者の実績に基づき交付

されるもので、５万円の増額となっております。 

  ５款、繰入金、一般会計繰入金、職員給与費等繰入金は事務費の繰り入れであり、歳出の

事業費の精査及び財源振替によりまして、４３万６，０００円を増額計上しております。 

  次に、福祉医療波及分繰入金につきましては、平成２９年度決算額をもとに２３万９，０

００円を減額しております。 

  ７款、諸収入、延滞金では、一般被保険者の延滞金を実績に基づき１２０万円増額してお

ります。 

  諸収入の雑入につきましては、被保険者の自動車事故等に関する一般被保険者第三者納付

金で６６万１，０００円を、５ページでは、国保の資格喪失に伴う一般被保険者返納金とい

たしまして、２８万６，０００円をそれぞれ増額計上しております。 

  最後に、８款、国庫支出金の１目、災害臨時特例補助金につきましては、平成３０年７月

豪雨により被災された被保険者における保険税の減免及び療養給付に係ります一部負担金の

免除の特例措置の実施により、負担増額等を補助するもので本町対象者は１世帯あり、保険

税減免特例措置分で１万６，０００円、一部負担金免除特例措置分で１万円の合計２万６，

０００円を新たに計上しております。 

  以上、国保事業特別会計補正予算（第３号）の補足説明とさせていただきます。ご審議賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第３３号 平成３０年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、補正前の予算の総額を歳入歳出それぞれ１４１万６，０００円減額し、補

正後の額を２億３，２７０万３，０００円とさせていただくものでございます。 

  それでは、最初に、歳出からご説明させていただきます。 

  予算書最終ページになります。事項別明細書４ページをお願いいたします。 

  まず、１款、総務費の一般管理費、備品購入費で７８万５，０００円の減額としておりま

す。これは、広域連合間を結ぶネットワークシステムの機器更改契約における請負残額分を
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減額するものでございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料等負担金で、２月時点にお

けます保険料の収入見込状況から６３万１，０００円を減額させていただくものでございま

す。 

  また、３款、保健事業費、人間ドック助成金におきまして、広域連合からの助成金２万５，

０００円が減額となったことから、繰入金を２万５，０００円増額することで財源の振り替

えを行うものでございます。 

  ページ戻っていただきまして。３ページ、歳入をお願いいたします。 

  １款、保険料につきましては、現時点での保険料調定額に基づき現年度分の特別徴収、普

通徴収合わせまして７３万２，０００円の減。滞納繰越分については１０万１，０００円を

追加し、広域連合への納付金の財源となるものでございますが、合計で６３万１，０００円

を減額計上させていただくものでございます。 

  ４款、繰入金、一般会計繰入金の事務費繰入金では、先ほど歳入でも申しましたが、シス

テム改修機器更改に伴う備品購入費を７８万５，０００円減額することによりまして、財源

としておりました繰入金につきましても同額を減額するものでございます。 

  また、保健事業費繰入金につきましては、人間ドック助成事業の財源として充当している

ものでございますが、歳入で申し上げましたように、最下段の６款、諸収入、雑入で計上し

ております広域連合助成金が２万５，０００円減額となったことから、増額の２万５，００

０円を増額するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の補足説明と

させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） それでは、議案第３４号 平成３０年度京丹波町介護保険事

業特別会計補正予算（第４号）の事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正は、事業勘定におきまして、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ３，５５６

万１，０００円を減額し、補正後の歳入歳出の総額を２１億７，９９３万２，０００円とさ

せていただくものでございます。 

  それでは、補正予算の主なものにつきまして、歳出から説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の６ページの歳出をお願いいたします。 

  １款、総務費、１項、総務管理費では、介護保険制度啓発用パンフレットの印刷製本費の

確定等に伴う印刷製本費４０万円の減。 
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  ２目、徴収費では、定例会初日にご説明を申し上げました介護保険条例の改正等の係るも

ので、平成３１年度からの低所得者保険料軽減強化に係るシステム改修負担金として１３万

円を計上。 

  ３項、介護認定審査会費では、臨時雇用賃金の精査により３４万円の減額としております。 

  ２款、保険給付費では、７ページの１項、介護サービス等諸費、３目、施設介護サービス

給付費で２，０４８万８，０００円の減。 

  ２項、介護予防サービス等所費、２目、地域密着型介護予防サービス給付費で２０８万円

の減。 

  ９ページの５項、特定入所者介護サービス等費で２３２万８，０００円の減額としており

ます。 

  それぞれ今年度１１月サービス提供分までの保険給付費の支出状況から必要見込額を推計

し精査させていただくものであり、保険給付費全体では２，４８９万６，０００円の減額と

なっております。 

  ３款、地域支援事業費では、２項、介護予防・生活支援サービス事業費において、平成３

０年度に新設された保険者機能強化推進交付金の内示に伴い、財源の振り替えを行っており

ます。 

  なお、この保険者機能強化推進交付金につきましては、後ほど歳入でご説明申し上げます。 

  続きまして、１０ページの４款、基金積立金では、歳入で計上しております基金繰り入れ

の皆減と支払基金交付金の減額などを主なものとして、積立金全体で１，０１７万６，００

０円を減額し収支の均衡を図ることとしております。 

  なお、補正後の予算ベースで平成３０年度末基金残高は、１億６，５３５万２，０００円

を見込んでおります。 

  続きまして、ページを戻っていただき、３ページの歳入をお願いいたします。 

  １款、保険料におきましては、直近の調定額から精査を行い、全体で４２万７，０００円

を追加しております。 

  ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金では、変更交付決定見込額に基づく精査で９８万１，

０００円の増。 

  ２項、国庫補助金、１目、調整交付金では、現年度分の介護給付費として、平成３０年１

１月サービス提供分までの算定見込額に基づく精査で７７８万４，０００円の減。 

  その下の特別調整交付金２万９，０００円と４ページの５目、介護保険災害臨時特例補助

金１万３，０００円につきましては、平成３０年７月豪雨により被災された第１号被保険者
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に係る保険料減免に対するものでございます。 

  ４目、保険者機能強化推進交付金につきましては、高齢者の自立支援重度化防止等に向け

た保険者の取り組みの一環として、さまざまな取り組みの達成状況を評価できるよう国にお

いて客観的な指標が設定され、これらを推進するために創設された交付金であり、内示額に

基づく３７０万５，０００円を計上しております。 

  ４款、支払基金交付金につきましては、平成３０年３月から１１月のサービス提供分に平

成２９年度後半の伸び率を乗じて算出した額を交付申請することとされており、２，１４９

万９，０００円の減となっております。 

  なお、次年度において、実績報告に基づき精算が行われることとなっております。 

  ７款、繰入金、１項、一般会計繰入金につきましては、ルール分等の精査を行い、全体で

３７４万３，０００円の減。 

  ２項、基金繰入金につきましては、繰り入れを行わなくても財源が充足するため、皆減と

して収支の調整を図っております。 

  失礼いたしました。 

  冒頭で減額の予算案のところで数字の間違いがございましたので、訂正をさせていただき

ます。 

  今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ３，５５６万１，０００円を減額というこ

とで、先ほど１円となっておりましたが、訂正をさせていただき、申しわけございません。

１，０００円の減額ということで訂正をしておわびを申し上げます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第３４号 平成３０年度京丹波町介護保険事業特別会

計補正予算（第４号）の事業勘定分の補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

  大変失礼いたしました。 

  補正予算の表紙の部分につきまして、差し替えのほうをさせていただいてお配りをさせて

いただきますので、よろしくお願いします。申しわけございませんでした。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） 続きまして、議案第３５号 平成３０年度京丹波町下水道事

業特別会計補正予算（第３号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算（第３号）につきましては、既定の歳入歳出予算額９億５，７６０万円か

ら７５０万円を減額し、補正後の額を９億５，０１０万円とすることをお願いするものでご

ざいます。 
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  概要といたしましては、町長の提案理由の説明にもありましたとおり、各事業における精

査見込みにより補正をお願いするものでございます。 

  最初に、３ページ第２表繰越明許費をお願いいたします。 

  翌年度に繰り越して使用することができる経費といたしまして、農業集落排水施設整備事

業において、施設再編計画における検討に不測の日数を要したため、実施設計業務の年度内

完了が困難であることから、５００万１，０００円を翌年度に繰り越して使用させていただ

くことをお願いするものでございます。 

  なお、完了につきましては７月末としております。 

  次に、歳入歳出の主なものにつきまして、事項別明細書により説明させていただきます。 

  事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  歳入についてです。 

  １款、１項、１目、下水道事業費分担金においては、収入実績に基づき農業集落排水事業

において１７２万８，０００円を増額し、６件の新規加入となります。 

  ２款、１項、使用料につきましては、現年度分において、収入見込額の精査により農業集

落排水使用料では１０４万４，０００円の増額、林業集落排水使用料で５万５，０００円の

増額、簡易排水使用料で４万３，０００円の減額、特環公共下水道使用料で５万４，０００

円の減額とし、次のページの浄化槽使用料につきましては、６９万７，０００円の増額とし

ております。 

  また、過年度分の各使用料につきましても、それぞれ収入実績に基づき補正を行うことと

し、現年度分と合わせまして使用料合計で２３７万９，０００円の増額としております。 

  ５款、１項、１目、繰入金におきましては、分担金や使用料の増額及び歳出の減額により、

財源不足分を補うための基準外繰入金について７５５万８，０００円の減額としております。 

  ６款、１項、１目、雑入においては、京都府事業による高屋川河川改修関連工事に伴う支

障物件移設において、本年度補償額が確定しましたので、協定書に基づき４００万円を減額

としております。 

  次に、歳出について説明させていただきます。 

  ６ページをお願いします。 

  下段の２款、２項、１目、公共下水道施設整備費におきましては、１５節、工事請負費に

おきまして、高屋川河川改修に伴う藤ケ瀬橋架け替えにより支障となる下水道圧送管の仮設

及びポンプ施設の制御盤の移設を行い、精算見込みにより５５０万円の減額としております。 

  ２目の公共下水道施設管理費におきましても、１５節、工事請負費につきまして、マンホ
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ール周辺の陥没箇所の舗装修繕工事について、精算見込みにより１２９万１，０００円の減

額とするものでございます。 

  以上、議案第３５号の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 堂本教育次長。 

○教育次長（堂本光浩君） 議案第３６号 平成３０年度京丹波町育英資金給付事業特別会計

補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  初めに、歳出からご説明をさせていただきます。 

  最終のページ、事項別明細書の４ページをごらんください。 

  育英給付金を１３５万円の減額としております。平成３０年度の給付対象者は、大学生１

３名、高等専門学校生１名、専門学校生６名、高校生１８名、合計３８名となりまして、先

週３月５日に給付総額４２９万円を給付を終えたところでございます。 

  続きまして、歳入についてでございます。 

  前のページ、３ページをごらんください。 

  歳入につきましては、育英給付金の確定によりまして、一般会計繰入金を６６万６，００

０円減額し２１５万４，０００円に、基金繰入金は、６７万５，０００円減額し２１４万５，

０００円とさせていただくものでございます。 

  以上、簡単ではございますけれども、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛

同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案第３７号 平成３０年度京丹波町須知財産区特

別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算に８万９，０００円を追加し、補正

後の額を１３１万４，０００円とすることをお願いしております。 

  ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  ４款、繰越金におきまして、前年度繰越金として須知地区で６万７，０００円、竹野地区

で３万７，０００円それぞれ計上するものでございます。 

  また、５款、諸収入、２項、雑入では、須知地区で関西電力の高圧線の立木補償費として

３万２，０００円、竹野地区で同じく立木補償費として３万６，０００円を計上しておりま

す。 
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  そのほかの収入につきましては、精査を行ったものでございます。 

  次に、５ページの歳出でございますが、須知地区の１款、一般管理費、２５節、財政管理

調整基金積立金に３４万１，０００円を積み立てを行うものでございます。 

  その他の経費につきましては、事業費の精査を行うものでございます。 

  竹野地区では、一般管理費の事業に充当する財源の振り替えを行うものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第３７号 平成３０年度京丹波町須知財産区特別会計

補正予算（第１号）の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内瑞穂支所長。 

○瑞穂支所長（山内善博君） 議案第３８号から議案第４１号までの桧山・梅田・三ノ宮・質

美の各財産区特別会計補正予算（第１号）について、補足説明をさせていただきます。 

  議案第３８号 平成３０年度京丹波町桧山財産区特別会計補正予算（第１号）は、補正前

の額１，４５０万円から２７４万６，０００円を追加し、補正後の額を１，７２４万６，０

００円とするものでございます。 

  歳入の主なものでございます。 

  事項別明細書３ページをごらんください。 

  １款、財産収入、２項、１目、１節、土地売払収入で７８万２，０００円を計上しており

ますのは、井脇高ノ扈地内の土地８４１平方メートルを府道上野水原線改良工事に伴い京都

府に売却するものでございます。 

  ２款、繰入金、１項、１目、１節、財政調整基金繰入金では、歳出の額が減じましたので、

基金からの繰入金６３万４，０００円を皆減しております。 

  ３款、繰越金、１項、１目、１節、前年度繰越金では、額が確定したことにより４３万１，

０００円を増額しております。 

  ４款、諸収入、２項、１目、１節、雑入は、八田西ノ本地内の関西電力高圧送電線の修繕

工事、支障木伐採補償、近接樹木伐採補償費として、合わせて２１６万７，０００円の収入

でございます。 

  次に、歳出でございますが、めくっていただき４ページをお願いいたします。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費、２５節、積立金で、財政調整基金積立金へ余剰

金２６６万円を増額し、積み立てることとしております。 

  ２目、財産管理費では、２２節、補償補塡及び賠償金で、雑入の関西電力支障木伐採補償

費のうち、貸付地に係る部分について地元区に補償する８万６，０００円を計上しておりま

す。 
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  桧山財産区は以上でございます。 

  続きまして、議案第３９号 平成３０年度京丹波町梅田財産区特別会計補正予算（第１

号）は、歳入歳出ともに補正前の額７３４万円から２２万１，０００円を減額し、補正後の

額を７１１万９，０００円とさせていただくものでございます。 

  歳入の主なものでございますが、事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  １款、財産収入、１項、１目、２節、マツタケ等採取権収入で、実績により６，０００円

を増額しております。 

  ２項、財産売払収入、１目、１節、土地売払収入で１８万３，０００円を計上しておりま

すのは、府道上野水原線改良工事に伴い、坂井坂谷地内の土地１９７．５３平方メートルを

京都府に売却をするものでございます。 

  ２款、繰入金、１項、１目、１節、財政調整基金繰入金につきましては、歳入歳出の額が

確定したことにより、基金取り崩しを行う必要がなくなったことから、１４７万４，０００

円の全部を減額しております。 

  ３款、繰越金、１項、１目、１節、前年度繰越金は、額が確定したことから１０６万４，

０００円を増額し、補正後の額を１３１万４，０００円とするものでございます。 

  歳出でございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費、２５節、積立金で、財政調整基金積立金に余剰

金３３万６，０００円を増額しております。 

  ２目、財産管理費、１３節、委託料において、不用となりました直営林保育作業委託料２

０万１，０００円を減額し、同様に１６節、原材料費で、砕石等の補修用資材費８万円を減

額しております。 

  ２２節、補償補塡及び賠償金では、府道上野水原線改良工事の土地売払収入の８割となり

１４万７，０００円を規定により行政区に補塡するものでございます。 

  ３目、諸費、１９節、負担金補助及び交付金で、梅田地域振興対策補助金の不用額を精査

し、４０万円の減額といたしました。 

  以上が梅田財産区でございます。 

  続きまして、議案第４０号 平成３０年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計補正予算（第１

号）は、歳入歳出ともに補正前の額の３６０万４，０００円から６５万５，０００円を減額

し、補正後の額を２９４万９，０００円とさせていただくものでございます。 

  歳入の主なものでございますが、事項別明細書３ページをごらんください。 
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  １款、財産収入、１項、１目、２節、マツタケ等採取権収入で、実績により４万１，００

０円を減額しております。 

  ２款、繰越金、１項、１目、１節、財政調整基金繰入金では、水吞区倉庫改修工事の規模

縮小と事業見直しによる調整により、１３７万５，０００円の減額しております。 

  ３款、繰越金、１項、１目、１節、前年度繰越金は、額が確定したことにより７６万１，

０００円を増額しております。 

  歳出でございますが、４ページをごらんください。 

  １款、総務費、１項、１目、諸費、１９節、負担金補助及び交付金で、三ノ宮地域振興事

業補助金で予定しておりました水呑区倉庫改修事業の規模が縮小したことにより、６５万５，

０００円を減額しております。 

  以上が三ノ宮財産区でございます。 

  続きまして、議案第４１号 平成３０年度京丹波町質美財産区特別会計補正予算（第１

号）は、補正前の額３４０万円に８４万８，０００円を追加し、補正後の額をそれぞれ４２

４万８，０００円とさせていただくものでございます。 

  歳入の主なものでございますが、事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  １款、財産収入、１項、１目、２節、マツタケ等採取権収入で３万円を増額し、２款、繰

越金、１項、１目、１節、前年度繰越金で、実績額の確定により８１万８，０００円を増額

しております。 

  歳出につきましては、めくっていただき４ページになります。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費、２５節、積立金は、歳入実績による調整を図る

ため、管理運営基金積立金８４万８，０００円を増額しております。 

  質美財産区は以上でございます。 

  以上、議案第３８号から議案第４１号までの桧山・梅田・三ノ宮・質美の各財産区特別会

計補正予算（第１号）の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしく

お願いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中川医療政策課長。 

○医療政策課長（中川 豊君） 続きまして、議案第４２号 平成３０年度国保京丹波町病院

事業会計補正予算（第２号）の補足説明を申し上げます。 

  議案第２条、収益的収入及び支出は、既決予定額１０億２，４４０万円から５０万円を減

額し、１０億２，３９０万円といたします。 

  第３条、資本的収入は、既決予定額１億１，１８１万円から２７万円を減額し、１億１，
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１５４万円といたします。資本的収入額が資本的支出に対して不足する額４，９４１万４，

０００円から４，９６８万４，０００円に改めるものでございます。 

  第４条、議会の議決を得なければ流用することのできない経費でございますが、職員給与

費を既決予定額６億６，１６４万８，０００円に２１万８，０００円を増額し、６億６，１

８６万６，０００円といたします。 

  第５条、他会計からの補助金でございますが、京丹波町国民健康保険事業特別会計からの

補助金でございまして、既決予定額１，７６４万２，０００円に１３１万３，０００円を増

額し、１，８９５万５，０００円とするものでございます。 

  では、明細書において主なもののみご説明を申し上げます。 

  １ページをごらんください。 

  収益的収入、２款、和知診療所では、既決予定額１億２，９２０万円から５０万円を減額

し、１億２，８７０万円としております。主に、２項、医業外収益、１目、他会計補助金に

おける国保特別調整交付金５３万３，０００円の減額でございますが、訪問診察等の日数減

により算定されたものでございます。 

  ３款、和知歯科診療所でございます。 

  １項、医業収益の外来収益は２２０万円の減額としております。医師の都合による臨時休

診や臨時医師の外来収益単価の減少等が影響したものでございます。 

  ２項、医業外収益、１目、他会計補助金における国保特別調整交付金２１１万６，０００

円の増額は、外来収益の減少相当額を補塡するために交付されたものです。 

  ５目、補助金、１節、府補助金、８万１，０００円の増額でございますが、在宅医療推進

基盤整備事業補助金として治療機器の購入に充当します。 

  ３ページをごらんください。 

  収益的支出でございます。 

  １款、京丹波町病院、１項、医業費用、１目、給与費の手当でございますが、日宿直員の

急な退職により事務職員等で緊急的に代替業務をあたっており、その手当を１９万８，００

０円増額しております。 

  ２款、和知診療所、１項、医業費用では、収支の均衡を図るために、薬品等材料費におい

て５０万円の減額精査を図りました。 

  ５ページをごらんください。 

  資本的収入、３款、和知歯科診療所、１項、補助金でございますが、国保会計補助金補助

率１００％でございますが、これを用いまして購入した電子カルテシステムの不用額となる



 

－２３２－ 

２７万円を減額するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、病院事業会計の補足説明とさせていただきます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） それでは、議案第４３号 平成３０年度京丹波町水道事業会

計補正予算（第３号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  まず、第２条の収益的支出の補正につきましては１７０万円増額し、補正後の予算額を１

４億５，３９０万円とするものでございます。 

  第３条の資本的収入及び支出の補正につきましては、収入額を３，１６０万円減額し、補

正後の予算額を２億１，６１５万円とし、支出では補正額を２，７９５万８，０００円減額

とし、補正後の予算額を７億５，７９２万２，０００円とし、資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額５億４，７７７万２，０００円につきましては、第３条の前文にありま

すように、消費税及び地方消費税資本的収支調整額９８２万３，０００円、過年度分損益勘

定留保資金１億５，６４５万円及び当年度分損益勘定留保資金３億８，１４９万９，０００

円でで補塡することとし改めるものでございます。 

  第４条の企業債につきましては、対象事業の精査による精算見込額から借入限度額を１億

２，０８０万円に改めております。 

  第５条の他会計からの補助金の出資金につきましても、対象事業の精算見込みから３，８

００万円に改めております。 

  次に、予算に関する説明書４ページをお願いいたします。 

  地方公営企業法第２６条第１項の規定により、建設改良費に要する経費のうち、現在着手

しております高岡地区・口八田地区・安栖里地区の耐震管への更新工事において、関係機関

との調整に不測の日数を要したため、年度内の完成が困難であることから、７，４５９万円

を翌年度に繰り越して使用させていただくことをお願いするものでございます。 

  なお、工事の完成につきましては、５月末として取り組んでおります。 

  次に、補正内容についてですが、１１ページをお願いいたします。 

  収益的支出の１項、営業費用、４目、総係費におけるダム管理負担金につきましては、昨

年の７月豪雨や台風２１号により被災した箇所の災害復旧費等について、協定書に基づき１

８．５％相当額を負担することとし、１７０万円を増額としております。 

  次に、１４ページの資本的収入についてですが、１項、１目、企業債につきましては、第

４条でも説明しましたとおり、耐震管への更新事業などの起債対象事業費の精査見込みによ



 

－２３３－ 

り２，３５０万円の減額とし、５項、１目、出資金につきましても、精算見込みにより８１

０万円の減額としております。 

  資本的支出につきましては、１項、建設改良費につきまして、１目、施設整備費では、本

年度計画していました耐震管への更新工事などの事業について、完成及び事業中となってい

ることから精算見込額を精査し、２，６１５万円の減額としております。 

  ２目、リース債務の支払額につきましては、電話機リース料のうち元金分相当額について

特例的未払金からの支出に修正したことにより３１万１，０００円の減額とし、３目、固定

資産取得費につきましても、本年度予定しておりました水道メーター検針機器の購入費の確

定により１５０万円の減額としております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第４３号の補足説明とさせていただきます。ご審議い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

  よって、本日はこれをもって散会します。 

  次の本会議は２２日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

  長時間にわたり、大変ご苦労さまでございました。 

散会 午後 ３時３５分 



 

－２３４－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

  京丹波町議会 議  長  篠 塚 信太郎 

 

     〃   署名議員  谷 山 眞智子 

 

     〃   署名議員  西 山 芳 明 

 


